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近
世
に
お
い
て
、
藩
主
は
国
許
で
寺
社
参
詣
や
狩
猟
、
領
内
巡
見

を
行
っ
た
。
な
か
で
も
領
内
巡
見
は
き
わ
め
て
政
治
的
な
儀
式
と
言
わ

れ
る
。
領
内
巡
見
は
、
家
臣
団
の
主
従
関
係
や
領
民
と
の
支
配
・
被

支
配
関
係
の
視
角
化
、
他
領
村
役
人
同
士
や
藩
主
と
他
領
役
人
・
村

役
人
と
の
関
係
構
築
な
ど
、
領
内
統
治
の
象
徴
的
儀
式
で
あ
り
藩
主

の
権
威
お
よ
び
地
域
秩
序
の
構
築
に
寄
与
す
る
役
目
も
有
し
て
い
た
。

天
保
八
年
十
一
月
、
初
入
部
し
た
日
向
延
岡
藩
の
新
藩
主
内
藤
政

義
の
初
入
部
の
儀
式
、
翌
年
正
月
の
狩
猟
と
飛
地
宮
崎
郡
の
巡
見
に

つ
い
て
、
そ
の
概
要
と
意
義
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

天
保
九
年
正
月
二
十
八
日
、
政
義
は
片
道
二
泊
三
日
を
要
す
る
飛

地
宮
崎
へ
の
巡
見
へ
出
駕
す
る
が
、
小
休
み
と
昼
・
宿
泊
な
ど
煩
雑

な
準
備
を
要
し
た
。
延
岡
か
ら
宮
崎
ま
で
、
幕
領
・
高
鍋
藩
領
・
佐

土
原
藩
領
を
通
過
す
る
た
め
、各
藩
役
人
や
町
乙
名
た
ち
か
ら
「
馳
走
」

を
受
け
た
。

幕
領
・
他
藩
領
と
境
を
接
す
る
宮
崎
郡
村
々
は
、
騒
動
が
多
発
す

る
地
域
で
大
庄
屋
・
庄
屋
た
ち
村
役
人
と
郷
士
た
ち
が
地
域
の
有
力

者
と
し
て
実
質
的
な
権
限
を
有
し
て
い
た
。
巡
見
に
よ
っ
て
新
藩
主

と
の
繋
が
り
を
可
視
化
す
る
こ
と
で
、
彼
ら
地
域
権
力
の
強
化
が
図

ら
れ
た
。

新
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二

は
じ
め
に

近
世
期
、
藩
主
は
国
許
に
お
い
て
し
ば
し
ば
寺
社
参
詣
や
狩
猟
、
領
内
巡
見

等
を
行
っ
た
。
な
か
で
も
藩
主
に
よ
る
領
内
巡
見
は
、
寺
社
参
詣
や
狩
猟
と
は

異
な
り
き
わ
め
て
政
治
的
な
儀
式
で
あ
っ
た

（
１
）

。
領
内
巡
見
の
位
置
づ
け
と
し
て
、

家
臣
団
と
の
主
従
関
係
や
領
民
と
の
支
配
・
被
支
配
関
係
の
視
角
化
、
さ
ら
に

は
他
領
村
役
人
同
士
や
、
藩
主
と
他
領
役
人
・
村
役
人
と
の
関
係
が
構
築
さ
れ

た
こ
と

（
２
）

、
領
主
と
百
姓
と
の
関
係
を
更
新
し
、
領
主
支
配
の
正
当
性
を
百
姓
が

承
認
し
た
こ
と

（
３
）

、
領
内
統
治
の
象
徴
的
儀
式
で
あ
り
藩
主
の
権
威
お
よ
び
地
域

秩
序
の
構
築
に
寄
与
す
る
役
目
も
有
し
て
い
た
こ
と

（
４
）

、
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
巡
見
は
、
特
に
新
藩
主
の
初
入
部
儀
礼
の
一
環
と
し
て
「
権
威
」
構

築
の
最
初
の
機
会
で
あ
り
、
地
域
有
力
者
側
で
も
新
た
な
「
権
威
」
構
築
の
問

題
で
も
あ
っ
た
と
さ
れ
る

（
５
）

。
こ
の
よ
う
に
領
内
巡
見
に
つ
い
て
、
政
治
的
な
位

置
づ
け
は
な
さ
れ
て
い
る
が
、
具
体
像
の
提
示
は
決
し
て
多
く
な
い
と
の
指
摘

も
あ
る
。

本
稿
で
は
、
天
保
八
年
十
一
月
に
初
入
部
を
果
た
し
た
日
向
延
岡
藩
新
藩

主
内
藤
政
義
を
と
り
あ
げ
、
延
岡
で
の
初
入
部
儀
式
と
、
翌
九
年
正
月
の
狩

猟
及
び
飛
地
宮
崎
郡
の
巡
見
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
と
意
義
に
つ
い
て
考
え

て
み
た
い
。

対
象
と
す
る
日
向
延
岡
藩
は
日
向
国
臼
杵
郡
を
城
附
と
し
、
臼
杵
郡
西
部
の

山
間
地
高
千
穂
郷
と
、
同
国
宮
崎
郡
お
よ
び
豊
後
三
郡
に
分
散
し
た
所
領
を
持

つ
、
表
高
七
万
石
の
譜
代
大
名
で
あ
る
。
延
享
四
（
一
七
四
七
）
年
か
ら
領
主

は
内
藤
氏
で
八
代
続
き
維
新
を
迎
え
る

（
６
）

。

内
藤
延
岡
藩
の
特
徴
の
一
つ
に
、
歴
代
藩
主
が
す
べ
て
養
子
相
続
で
あ
っ
た

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
今
回
対
象
と
す
る
内
藤
政
義
は
、
文
政
三
（
一
八
二
〇
）

年
三
月
三
日
、
近
江
国
彦
根
藩
主
井
伊
家
十
一
代
直
中
の
十
五
男
と
し
て
彦
根

で
誕
生
し
た
。
幼
名
は
詮
之
助
、
の
ち
直
恭
と
名
乗
っ
た
。
異
母
兄
は
幕
末
の

大
老
井
伊
直
弼
で
あ
る
。
天
保
五
年
、
直
恭
は
兄
直
弼
と
と
も
に
他
の
大
名
家

の
養
子
候
補
と
し
て
江
戸
へ
呼
ば
れ
、
延
岡
藩
内
藤
政
順
の
養
子
に
決
ま
っ

た
（
７
）

。
こ
れ
は
直
恭
の
異
母
姉
充
姫
が
政
順
に
嫁
し
て
い
た
関
係
に
よ
る
も
の
で

あ
る
。
直
恭
は
名
を
政
義
と
改
め
、
同
年
八
月
二
十
一
日
に
死
去
し
た
政
順
の

跡
を
継
い
で
十
月
十
三
日
に
藩
主
と
な
っ
た

（
８
）

。

延
岡
藩
主
の
領
内
巡
見
は
、
初
代
政
樹
が
宝
暦
三
（
一
七
五
三
）
年
十
二
月

に
城
附
西
部
の
山
間
地
域
の
高
千
穂
郷
を
巡
見
し
た
例

（
９
）

が
あ
る
が
、
宮
崎
巡
見

は
政
義
が
初
め
て
で
あ
る
。

新
藩
主
と
な
っ
て
三
年
後
、
天
保
八
年
十
一
月
に
政
義
は
藩
領
へ
の
初
入
部

を
果
た
す
。
新
藩
主
と
し
て
の
家
臣
・
領
民
へ
の
御
披
露
目
、
慌
た
だ
し
い
鹿

狩
り
、
そ
れ
に
加
え
て
飛
地
宮
崎
郡
へ
の
巡
見
と
、
入
部
か
ら
二
カ
月
も
た
た

な
い
う
ち
に
大
き
な
儀
礼
を
三
つ
も
こ
な
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の

儀
礼
を
藩
庁
日
記
で
あ
る
「
萬
覚
書
」
に
記
載
さ
れ
た
記
事
を
も
と
に
、
儀
式

が
ど
の
よ
う
に
準
備
さ
れ
て
実
行
さ
れ
た
の
か
、
ま
た
そ
れ
が
藩
お
よ
び
地
域

社
会
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
た
の
か
等
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

一　

新
藩
主
の
初
入
部

（
一
）
初
入
部
の
儀
式
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天
保
五
年
十
月
、
数
え
十
五
歳
で
新
藩
主
と
な
っ
た
政
義
が
、
そ
の
領
地
延

岡
へ
初
入
部
し
た
の
は
そ
の
三
年
後
の
同
八
年
十
一
月
の
こ
と
で
あ
る
。。
こ

こ
で
は
政
義
の
延
岡
初
入
部
の
経
緯
と
そ
れ
に
伴
う
セ
レ
モ
ニ
ー
に
つ
い
て
、

具
体
的
に
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

政
義
が
初
入
部
す
る
前
年
十
二
月
、
普
請
方
か
ら
「
来
酉
年
御
下
向
」
に
合

わ
せ
、
西
丸
お
よ
び
下
御
殿
普
請
に
つ
い
て
御
用
部
屋
へ
問
い
合
わ
せ
が
あ
っ

た
。
そ
れ
を
受
け
て
御
用
部
屋
か
ら
は
、
給
地
大
工
の
み
で
不
足
す
る
場
合
は

賃
取
大
工
を
雇
い
、
賃
銀
二
匁
二
分
を
払
う
こ
と
、
西
丸
普
請
に
は
払
方
二
人

は
一
人
十
五
日
ず
つ
交
代
で
詰
め
、
小
奉
行･

大
工
頭･

棟
梁
各
二
人
ず
つ
計

八
人
、
下
御
殿
普
請
に
は
計
五
人
ず
つ
現
場
へ
詰
め
る
よ
う
命
じ
て
い
る

）
（1
（

。

七
月
二
十
七
日
出
の
江
戸
か
ら
の
便
が
延
岡
へ
届
い
た
の
は
、
翌
八
月

二
十
六
日
の
こ
と
で
あ
る
。
政
義
の
江
戸
発
駕
は
八
月
中
旬
の
予
定
で
あ
っ
た

が
、「
不
快
」
の
た
め
順
延
す
る
旨
の
来
状
が
あ
っ
た
。
政
義
の
「
不
快
」
が

何
で
あ
る
か
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
に
加
え
て
「
無
御
拠
御
内
用
」
も

あ
り
、
発
駕
順
延
を
用
番
老
中
に
届
出
て
い
る
。
そ
の
際
に
、
下
向
途
中
に
菩

提
寺
で
あ
る
鎌
倉
光
明
寺
に
寺
詣
す
る
こ
と
、
在
所
で
は
領
分
巡
見
を
行
う
旨

も
合
わ
せ
て
届
け
て
い
る

）
（（
（

。
八
月
二
十
七
日
出
の
江
戸
便
に
よ
る
と
、「
御
内
用
」

は
片
が
つ
い
た
も
の
の
政
義
が
「
脚
気
」
に
な
り
、
暫
く
養
生
が
必
要
と
い
う

こ
と
で
九
月
中
の
発
駕
は
見
送
ら
れ
た

）
（1
（

。

当
初
、
延
岡
へ
は
大
坂
か
ら
乗
船
す
る
予
定
で
、
迎
船
が
既
に
大
坂
に
着
船

し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
江
戸
発
駕
が
さ
ら
に
遅
れ
、
船
頭
達
は
九
月
中
に
大
坂

で
乗
船
し
な
い
と
西
風
の
時
期
に
な
り
、
播
磨
灘
渡
海
が
危
う
く
な
る
と
危
惧

し
た

）
（1
（

。
九
月
下
旬
に
も
発
駕
す
る
の
で
あ
れ
ば
御
用
船
を
播
磨
国
宝
津
ま
で
乗

戻
す
の
で
、
そ
こ
か
ら
乗
船
す
る
よ
う
に
し
た
い
と
、
迎
登
り
の
船
奉
行
本
吉

助
左
衛
門
か
ら
出
坂
中
の
組
頭
原
縫
殿
助
に
申
し
入
れ
が
あ
っ
た
。
早
速
江
戸

へ
打
診
し
た
と
こ
ろ
、
諸
色
高
値
の
昨
今
物
入
り
も
多
く
、
大
坂
か
ら
乗
船
す

れ
ば
物
入
り
も
減
り
都
合
も
良
い
の
で
、
今
年
は
大
坂
か
ら
乗
船
さ
れ
た
い
と

の
返
答
で
あ
っ
た

）
（1
（

。
し
か
し
発
駕
が
大
幅
に
遅
れ
、
十
月
末
か
十
一
月
初
め
の

乗
船
に
な
れ
ば
、
も
は
や
大
坂
か
ら
の
乗
船
は
船
頭
達
が
「
御
受
難
出
来
」
と

拒
否
し
た
。
結
果
的
に
は
出
費
よ
り
人
命
が
大
切
だ
と
、
宝
津
か
ら
の
乗
船
と

な
っ
た
。

十
月
三
日
出
同
二
十
六
日
着
の
江
戸
便
に
よ
れ
ば
、
政
義
の
脚
気
は
薬
用

効
果
も
あ
り
快
方
に
向
か
い
、
九
月
七
日
に
は
床
上
げ
し
快
気
祝
い
も
済
ま

せ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た

）
（1
（

。
政
義
と
家
老
加
藤
又
左
衛
門
ら
一
行
は
、
十
月

二
十
二
日
に
江
戸
を
発
駕
し
、
翌
日
に
は
鎌
倉
光
明
寺
に
立
寄
り
廟
参
し
た
後

東
海
道
を
滞
り
な
く
下
り
、
十
一
月
七
日
伏
見
に
到
着
し
た
。
伏
見
で
は
大
坂

定
役
そ
の
ほ
か
館
入
り
の
面
々
が
出
迎
え
て
御
目
見
え
し
、
下
物
な
ど
万
端
恙

無
く
済
ま
せ
た
。
大
坂
に
は
立
ち
寄
ら
ず
に
、
山
崎
越
え
で
十
一
月
十
二
日
宝

津
へ
無
事
到
着
し
、
翌
十
三
日
乗
船
し
た

）
（1
（

。
政
義
発
駕
の
知
ら
せ
を
受
け
て
、

延
岡
で
は
岡
冨
神
明
・
八
幡
両
社
で
安
全
祈
願
の
祈
祷
が
行
わ
れ
て
い
る

）
（1
（

。

延
岡
で
は
、
政
義
を
迎
え
る
家
中
の
準
備
が
慌
た
だ
し
く
進
め
ら
れ
た
。
着

城
時
に
は
、
家
中
の
面
々
お
よ
び
御
目
見
が
済
ん
だ
嫡
子
・
次
男
・
弟
ら
が
待

受
と
し
て
、
京
口
門
内
か
ら
本
小
路
・
土
橋
門
内
ま
で
、
文
武
寮
頭
取
役
以
上

が
肩
衣
着
用
、
そ
れ
以
下
は
羽
織
・
袴
着
用
し
て
出
並
ぶ
よ
う
前
格
通
り
触
れ

が
あ
り
、
御
目
見
が
済
ん
で
い
な
い
者
お
よ
び
隠
居
は
無
用
と
さ
れ
た

）
（1
（

。
ま
た

慎
や
逼
塞
な
ど
の
処
分
を
受
け
て
い
る
者
、
血
忌
・
忌
中
の
者
、
豊
後
・
宮
崎
・

宮
水
詰
の
代
官
・
勘
定
人
、
そ
れ
に
口
屋
詰
・
郷
出
な
ど
も
除
か
れ
た
。

政
義
一
行
は
順
調
に
渡
海
を
続
け
、
十
一
月
二
十
四
日
夘
中
刻
（
午
前
七
時
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頃
）
長
州
上
関
を
出
帆
し
、翌
日
丑
下
刻
（
午
前
三
時
頃
）
嶋
野
浦
へ
入
船
し
た
。

寅
下
刻
（
午
前
五
時
頃
）
東
海
山
か
ら
狼
煙
が
上
が
り
、
城
で
は
一
番
太
鼓
が

打
た
れ
た
。
用
人
た
ち
が
用
意
を
始
め
、
家
老
上
田
外
記
と
用
人
今
村
長
左
衛

門
が
出
迎
え
の
た
め
川
口
ま
で
出
役
し
た

）
（1
（

。
巳
中
刻
（
午
前
十
一
時
頃
）
同
所

を
出
帆
し
、二
番
狼
煙
を
合
図
に
城
で
は
二
番
太
鼓
が
打
た
れ
た
。
午
上
刻
（
正

午
す
ぎ
頃
）
に
川
口
へ
入
船
し
、
着
城
は
翌
二
十
六
日
巳
上
刻
（
午
前
十
時
頃
）

と
決
ま
っ
た
。

着
城
当
日
、
待
受
け
お
よ
び
坂
下
広
間
当
番
の
面
々
は
四
ツ
時
（
午
前
十
時

頃
）、西
曲
輪
の
御
用
部
屋
は
じ
め
城
内
外
諸
役
人
は
朝
五
ツ
時
（
午
前
八
時
頃
）

登
城
す
る
よ
う
通
達
さ
れ
た

）
11
（

。
巳
上
刻
（
午
前
一
一
時
頃
）、
政
義
は
本
船
か

ら
川
御
座
船
に
移
り
、
濱
砂
瀬
を
通
り
洲
崎
へ
着
船
し
、
船
場
か
ら
輿
に
乗
り

午
中
刻
（
正
午
過
ぎ
頃
）
に
着
城
し
た
。
玄
関
か
ら
二
之
間
ま
で
家
老
上
田
外

記
が
先
立
っ
て
案
内
し
、
政
義
は
居
間
へ
着
座
し
た
。
用
席
（
家
老
隠
居
）
穂

鷹
刑
部
・
中
小
姓
頭
ま
で
、
二
之
間
に
お
い
て
御
目
見
え
し
た
。
城
着
祝
儀
の

た
め
西
曲
輪
に
祝
儀
帳
を
出
し
、
家
中
の
面
々
が
登
城
し
て
記
入
し
て
祝
儀
を

述
べ
た
。
政
義
に
は
、
先
格
で
は
二
汁
七
菜
で
あ
っ
た
が
取
約
中
で
あ
る
と
し

て
二
汁
五
菜
と
菓
子
が
進
上
さ
れ
た
。
家
老
加
藤
又
左
衛
門
と
上
田
外
記
が
二

之
間
、
供
下
り
側
医
の
中
野
快
庵
・
鈴
木
成
徳
が
三
之
間
で
相
伴
に
預
か
っ
た
。

ま
た
御
用
部
屋
で
は
、
穂
鷹
刑
部
と
組
頭
穂
鷹
内
蔵
進
・
年
寄
・
用
人
・
中
小

姓
頭
・
近
習
役
・
書
翰
役
・
大
目
付
ら
一
六
人
に
、
吸
物
一
・
肴
二
種
と
酒
が

下
さ
れ
た
。
江
戸
か
ら
の
供
下
り
と
行
列
立
の
面
々
に
は
、
料
理
と
酒
が
下
さ

れ
る
先
例
で
あ
っ
た
が
、
格
外
の
取
約
中
と
い
う
こ
と
で
料
理
は
下
さ
れ
ず
、

酒
の
み
が
下
さ
れ
た
。
ま
た
大
坂
ま
で
迎
登
り
の
面
々
や
船
奉
行
た
ち
へ
は
吸

物
と
酒
が
下
さ
れ
、
城
内
役
方
・
吟
味
方
以
下
役
人
・
組
外
役
人
ま
で
鉢
肴
に

て
酒
が
下
賜
さ
れ
た

）
1（
（

。

着
城
し
た
政
義
の
当
面
の
仕
事
は
、
家
臣
や
領
内
町
・
村
役
人
・
寺
社
な
ど

の
御
目
見
え
を
受
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
着
城
の
翌
二
十
七
日
、
家
中
の
面
々

お
よ
び
先
代
御
目
見
え
済
み
の
嫡
子
は
来
月
朔
日
、
隠
居
・
代
番
隠
居
・
次
男
・

弟
た
ち
は
同
三
日
に
御
目
見
え
す
る
の
で
、
麻
裃
着
用
で
明
け
六
時
（
午
前
六

時
頃
）
に
登
城
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
。
七
〇
歳
以
上
の
隠
居
は
袴
御
免
、
そ

れ
以
下
は
袴
着
用
で
登
城
す
る
よ
う
に
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
進
上
物
は
、
家

中
面
々
と
御
目
見
え
済
の
嫡
子
は
肴
、
江
戸
で
御
目
見
え
済
の
面
々
と
隠
居
は

扇
子
を
進
上
る
よ
う
指
示
が
あ
っ
た
。
な
お
次
男
・
弟
は
進
上
物
に
は
及
ば
な

い
旨
、
廻
状
が
出
さ
れ
た

）
11
（

。

一
方
、
在
方
・
町
方
に
は
佐
野
新
五
右
衛
門
ら
用
人
五
人
名
で
廻
状
が
出
さ

れ
た
。
郡
奉
行
宛
の
廻
状
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

一 

此
度
就
御
入
部
、
来
月
四
日
在
方
之
者
御
目
見
可
被
請
旨
被
仰
出
候
間
、

村
々
大
庄
屋
・
小
庄
屋
其
外
前
々
罷
出
候
者
共
者
、
明
ケ
六
時
可
被
差
出

候
一 

豊
後
・
宮
崎
・
高
千
穂
御
代
官
者
、
来
月
十
五
日
・
来
二
月
朔
日
与
代
り

合
壱
人
ツ
ヽ
罷
出
候
様
可
被
申
談
候
、
尤
高
千
穂
小
侍
・
郷
足
軽
小
頭
、

豊
後
・
宮
崎
大
庄
屋
惣
代
之
も
の
者
、
来
月
十
五
日
可
被
差
出
候
、
以
上

　
　
　
十
一
月
廿
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
野
新
五
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
羽
生
泰
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曽
根
織
部

　
　
　
　
山
本
半
蔵
殿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
田
五
郎
兵
衛
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五

　
　
　
　
清
水
三
郎
大
夫
殿
　
　
　
　
　
　
　
　
今
村
長
左
衛
門

来
月
四
日
に
在
方
の
者
か
ら
の
御
目
見
を
受
け
る
の
で
、
城
附
村
々
の
大
庄
屋
・

小
庄
屋
た
ち
は
明
六
時
に
参
上
す
る
こ
と
、
豊
後
・
宮
崎
・
宮
水
代
官
は
十
二

月
十
五
日
か
ら
来
二
月
朔
日
ま
で
一
人
宛
代
わ
り
番
で
出
岡
す
る
こ
と
、
高
千

穂
小
侍
・
郷
足
軽
小
頭
、
豊
後
・
宮
崎
大
庄
屋
惣
代
は
来
月
十
五
日
に
参
上
す

る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
ま
た
町
方
に
は
、

 

此
度
就
御
入
部
、
来
月
三
日
・
四
日
寺
社
・
町
医
并
諸
町
人
御
目
見
可
被

為
請
旨
被
仰
出
候
間
、
前
々
罷
出
候
者
共
明
ケ
六
時
可
被
差
出
候
、
最
豊

後
・
宮
崎
・
高
千
穂
寺
社
惣
代
之
者
は
、
来
月
十
五
日
可
被
差
出
候
、
以

上
　
　
　
　
武
田
傳
左
衛
門
殿
　
　
　
　
　
　
　
　
右
五
人

        

加
藤
勘
ケ
由
殿

）
11
（

と
、
来
月
三
・
四
日
に
寺
社
・
町
医
・
諸
町
人
た
ち
は
明
六
時
に
、
豊
後
・
宮
崎
・

高
千
穂
寺
社
惣
代
は
来
月
十
五
日
に
参
上
す
る
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
宮
崎
～
延
岡
間
は
片
道
二
泊
三
日
の
行
程
で
あ
り
、
飛
地
へ
の
配
慮
が
窺

わ
れ
る
。
こ
の
ほ
か
下
吟
味
の
う
ち
豊
後
詰
金
子
兵
大
夫
、
豊
後
・
宮
崎
勘
定

人
頭
取
、
同
所
勘
定
人
、
中
小
姓
組
の
者
た
ち
は
代
官
同
様
代
わ
り
番
で
、
宮

水
詰
中
小
姓
組
医
師
永
田
春
澤
・
豊
後
詰
同
久
形
忠
庵
・
後
藤
貞
記
た
ち
も
出

岡
が
命
じ
ら
れ
た
。

ま
た
家
中
の
面
々
・
組
外
役
人
・
独
礼
以
上
に
対
し
て
、
入
部
御
目
見
に
際

し
て
の
進
上
物
は
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
御
入
部
御
目
見
差
上
物
左
之
通

　
一
干
鯛
拾
枚
　
　
　
　
御
家
老

　
一
同
七
枚
　
　
　
　
　
穂
鷹
刑
部

　
一
同
七
枚
　
　
　
　
　
御
組
頭

　
一
同
七
枚
　
　
　
　
　
御
年
寄

　
一
同
五
枚
充
　
　
　
　
御
家
老
嫡
子
・
御
用
人
・
御
中
小
姓
頭

　
一
同
三
枚
充
　
　
　
　
当
時
無
之
御
組
頭
嫡
子
・
御
書
翰
役

　
一
同
三
枚
充
　
　
　
　
御
番
頭
以
下
・
御
用
人
嫡
子

　
　
扇
子
箱
三
本
入
　
　
御
吟
味
役
以
上
　

　
　
　
　（
　
　
以
下
略
　
　
）

用
席
の
ほ
か
初
目
見
の
者
は
全
て
干
鯛
、
江
戸
で
目
見
が
済
ん
で
い
る
者
や
隠

居
の
面
々
は
扇
子
箱
を
進
上
す
る
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た

）
11
（

。
こ
れ
に
対

し
て
、
政
義
か
ら
家
老
・
組
頭
・
用
人
た
ち
へ
「
御
土
産
」
が
下
賜
さ
れ
た
。

家
老
上
田
外
記
と
穂
鷹
刑
部
に
は
紋
附
小
袖
・
麻
裃
、
穂
鷹
内
蔵
進
ら
組
頭

三
人
と
年
寄
平
野
又
右
衛
門
に
は
紋
附
小
袖
、
佐
野
ら
用
人
五
人
と
中
小
姓
頭

近
藤
主
馬
へ
は
紋
附
麻
裃
が
そ
れ
ぞ
れ
下
賜
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
江
戸
で
諏
訪

嘉
兵
衞
店
に
調
達
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た

）
11
（

。

十
二
月
朔
日
、
家
中
お
よ
び
御
目
見
済
の
嫡
子
の
面
々
は
西
曲
輪
居
間
で
政

義
に
御
目
見
が
な
さ
れ
た
。
用
席
は
じ
め
麻
裃
姿
で
六
時
に
登
城
し
、
用
席
は

熨
斗
目
を
着
し
、
供
下
り
の
加
藤
又
右
衛
門
は
服
紗
小
袖
を
着
用
し
た
。
家
老

上
田
外
記
の
干
鯛
一
〇
枚
、（
家
老
隠
居
）
穂
鷹
刑
部
・
組
頭
穂
鷹
内
蔵
進
・

内
藤
治
部
左
衛
門
お
よ
び
年
寄
平
野
又
右
衛
門
・
家
老
嫡
子
は
各
七
枚
、
用
人
・

中
小
姓
頭
は
各
五
枚
、
取
次
役
・
納
戸
頭
役
・
大
目
付
・
吟
味
役
・
用
人
嫡
子

は
各
三
枚
な
ど
、
以
下
家
中
の
面
々
が
格
式
・
職
分
に
応
じ
て
上
物
を
進
上
し
、

二
之
間
・
三
之
間
・
唐
之
間
・
靏
之
間
・
溜
之
間
な
ど
に
詰
め
た

）
11
（

。
こ
う
し
て
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家
老
以
下
家
中
の
面
々
が
、
家
格
・
職
分
の
順
に
政
義
に
御
目
見
を
し
て
家
中

で
の
自
ら
の
位
置
を
再
確
認
し
た
の
で
あ
る
。

同
月
四
日
、
三
福
寺
・
台
雲
寺
・
常
念
寺
看
取
が
三
之
間
で
、
陰
陽
師
・
藩

医
ら
が
靏
之
間
後
廊
下
で
そ
れ
ぞ
れ
御
目
見
が
な
さ
れ
た
。
ま
た
郡
方
支
配
郷

士
・
村
々
郷
士
と
と
も
に
、
城
附
岡
冨
組
・
恒
富
組
・
南
方
組
の
大
庄
屋
兼
帯

郷
士
た
ち
が
靏
之
間
で
、
大
庄
屋
見
習
・
大
庄
屋
格
、
大
武
町
・
尾
末
浦
帆
別

改
、
村
々
庄
屋
・
大
武
町
乙
名
・
庵
川
村
牧
番
人
た
ち
が
鉄
炮
の
間
で
御
目
見

し
た
。
御
目
見
後
、
寺
院
は
扇
子
、
町
医
ら
は
生
肴
等
を
進
上
し
、
在
方
の
者

た
ち
は
文
化
十
四
年
先
代
政
順
の
入
部
時
に
倣
っ
て
、
生
肴
・
鰹
節
・
扇
子
な

ど
を
進
上
し
た
。

十
五
日
に
は
、
御
目
見
が
済
ん
で
い
な
い
面
々
、
お
よ
び
豊
後
・
宮
崎
・
高

千
穂
寺
社
・
修
験
・
庄
屋
惣
代
の
面
々
と
御
目
見
が
あ
っ
た
。
靏
之
間
に
お
い

て
、
高
千
穂
で
は
田
尻
摂
津
が
祓
・
扇
子
、
正
念
寺
が
扇
子
、
盲
僧
頭
格
福
泉

が
札
・
扇
子
、
宮
崎
郡
で
は
直
純
寺
が
扇
子
・
紙
一
束
、
社
家
惣
代
小
川
対
馬

が
祓
・
扇
子
、
寺
院
惣
代
伊
満
福
寺
・
山
伏
惣
代
泉
龍
院
が
札
・
扇
子
、
豊
後

三
郡
で
は
自
院
惣
代
潮
閣
寺
が
扇
子
・
紙
一
束
、
社
家
惣
代
宮
崎
近
江
が
祓
・

扇
子
を
進
上
し
た
。
靏
之
間
廊
下
で
は
高
千
穂
社
家
惣
代
原
伊
賀
、
豊
後
山
津

村
陰
陽
師
井
上
太
仲
が
そ
れ
ぞ
れ
祓
と
扇
子
を
進
上
し
た

）
11
（

。

ま
た
敷
居
外
で
は
、
宮
崎
郡
の
郡
方
支
配
郷
士
で
あ
る
大
田
蔵
兵
衛
・
岩
切

良
右
衛
門
・
日
高
弥
太
助
、
同
郡
中
村
町
郷
士
格
岩
切
儀
作
・
後
藤
忠
蔵
・
大

田
辰
三
郎
・
後
藤
仙
蔵
、
同
郡
跡
江
村
大
庄
屋
格
松
浦
市
郎
ら
が
御
目
見
し
て

各
鯛
一
折
を
進
上
し
て
い
る
。
弓
之
間
で
は
高
千
穂
村
廻
役
矢
津
田
喜
多
治
・

同
所
山
林
下
役
佐
伯
平
太
右
衛
門
・
同
所
小
侍
川
内
弥
藤
太
、
豊
後
三
郡
惣
代

大
庄
屋
清
水
又
佑
、
宮
崎
郡
庄
屋
惣
代
浮
田
村
庄
屋
湯
地
栄
四
郎
、
高
千
穂
庄

屋
惣
代
土
持
霊
太
郎
が
そ
れ
ぞ
れ
白
銀
一
枚
宛
、
高
千
穂
郷
足
軽
惣
代
工
藤
源

吾
が
征
矢
八
六
本
を
進
上
し
た

）
11
（

。

こ
の
よ
う
に
、
政
義
の
初
入
部
に
際
し
て
の
一
連
の
儀
式
・
行
事
は
滞
り
な

く
遂
行
し
た
。
病
気
や
罪
科
に
あ
る
一
部
を
除
き
、
嫡
子
・
次
男
・
弟
に
至
る

ま
で
家
中
の
面
々
と
御
目
見
を
果
た
し
、
寺
院
・
宗
教
者
や
町
在
役
人
・
郷
士

な
ど
領
内
の
主
だ
っ
た
者
た
ち
と
も
広
範
囲
に
御
目
見
を
行
い
、
政
義
は
家
臣

団
・
領
民
と
の
一
体
化
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。

（
二
）
藩
主
の
狩
猟

他
藩
の
領
内
巡
見
の
事
例
を
見
る
と
、
そ
の
多
く
が
狩
猟
と
と
も
に
行
わ
れ

て
い
る
。
狩
猟
は
藩
主
個
人
の
遊
興
的
な
側
面
や
軍
事
訓
練
の
色
合
い
、
ま
た

同
時
に
領
内
の
民
情
視
察
の
側
面
も
強
い
と
さ
れ
る

）
11
（

。

延
岡
藩
主
も
度
々
狩
猟
を
行
っ
た
記
録
が
残
る
。
例
え
ば
二
代
政
陽
（
藩
主

一
七
五
六
～
七
〇
年
）
は
宝
暦
十
一
（
一
七
六
一
）
年
十
二
月
に
川
島
村
、
そ

の
翌
年
三
月
に
は
南
方
村
、
さ
ら
に
明
和
四
（
一
七
六
七
）
年
十
一
月
に
も
川

島
村
で
鹿
狩
り
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
四
代
政
韶
は
、
初
入
部
し
た
寛
政
五
年

十
一
月
に
南
方
村
小
峯
門
で
鹿
狩
り
を
行
っ
て
い
る

）
11
（

。

ま
ず
宝
暦
十
一
年
十
二
月
十
五
日
に
、
川
島
村
杭
（
崩
）
ケ
内
山
で
行
わ
れ

た
鹿
狩
り
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
時
の
藩
主
は
内
藤
政
陽
（
上
野
安
中
藩
内

藤
政
里
男
）
で
、
宝
暦
六
（
一
七
五
六
）
年
十
月
に
襲
封
し
翌
七
年
七
月
に
初

入
部
し
て
い
る

）
1（
（

か
ら
、
初
入
部
で
の
狩
猟
で
は
な
い
。
こ
の
鹿
狩
り
は
岡
冨
組

お
よ
び
南
方
村
か
ら
集
め
ら
れ
た
勢
子
人
足
五
〇
人
（
主
取
一
〇
人
に
一
人
宛
）

と
、
村
方
で
鉄
砲
を
所
持
す
る
者
を
猟
師
と
し
て
残
ら
ず
出
さ
せ
て
い
る
が
、

外
村
々
か
ら
集
め
ら
れ
た
人
足
の
数
は
一
五
〇
人
と
な
っ
た
。
猟
師
役
は
銘
々
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犬
を
召
し
連
れ
、
人
足
は
各
人
竹
槍
を
持
参
さ
せ
た
。
八
畳
敷
ほ
ど
の
仮
設
の

御
座
之
間
と
料
理
之
間
・
家
老
休
所
と
し
て
仮
屋
が
建
て
ら
れ
た
ほ
か
、
従
者

の
休
所
と
し
て
囲
い
が
拵
え
ら
れ
た
。
近
習
衆
や
側
衆
を
事
前
に
山
見
分
に
遣

わ
し
た
り
、
仮
屋
建
設
を
村
役
人
に
命
じ
る
こ
と
、
太
鼓
や
法
螺
貝
の
持
ち
手

を
村
方
か
ら
差
出
さ
せ
る
こ
と
、
山
伏
の
出
役
や
寺
か
ら
半
鐘
を
借
り
上
げ
る

こ
と
な
ど
は
無
用
と
さ
れ
た
。
鉄
炮
持
ち
に
は
玉
薬
七
匁
宛
渡
し
、
持
鑓
二
本

と
長
柄
五
本
を
仮
屋
前
に
立
て
さ
せ
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
こ
の
時
の
獲
物
に

関
す
る
記
載
は
無
い
。

政
陽
は
翌
十
二
年
三
月
十
一
日
に
も
鹿
狩
り
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
時
は
南

方
村
小
峯
門
で
実
施
さ
れ
、
勢
子
一
〇
〇
〇
人
（
主
取
一
〇
人
に
一
人
宛
）
と

大
規
模
な
も
の
で
、
岡
冨
組
お
よ
び
恒
富
組
の
う
ち
最
寄
り
の
村
か
ら
猟
師
が

集
め
ら
れ
た
。
仮
屋
は
前
年
の
川
島
村
の
鹿
狩
り
通
り
と
し
て
い
る
。
家
中
供

人
の
道
案
内
と
し
て
五
〇
人
が
南
方
村
か
ら
集
め
ら
れ
、
諸
道
具
は
小
峯
門

ま
で
川
舟
で
運
ば
れ
た
。
道
具
に
応
じ
て
品
持
人
足
を
出
す
こ
と
を
命
じ
る
一

方
、
太
鼓
・
銅
鑼
持
人
や
台
雲
寺
か
ら
の
半
鐘
借
り
上
げ
や
山
伏
の
参
上
は
無

用
と
さ
れ
た
。
な
お
政
陽
は
、
明
和
四
（
一
七
六
七
）
年
十
一
月
二
十
一
日
に

も
川
島
村
で
鹿
狩
り
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
時
は
勢
子
人
足
一
一
〇
〇
人
と
猟

師
一
八
七
人
が
、
岡
冨
組
お
よ
び
恒
富
組
の
最
寄
り
村
々
か
ら
集
め
ら
れ
、
六

ケ
組
で
山
境
を
塞
い
だ
と
記
録
さ
れ
て
い
る

）
11
（

。

政
陽
の
狩
猟
（
鹿
狩
り
）
の
記
録
は
こ
の
三
回
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
宿
泊

し
た
形
跡
は
な
い
。
政
陽
の
場
合
軍
事
訓
練
や
民
情
視
察
と
い
う
よ
り
も
、
政

陽
個
人
の
遊
興
的
な
側
面
が
強
い
よ
う
で
あ
る
。

次
に
寛
政
五
（
一
七
九
三
）
年
十
一
月
二
十
七
日
に
実
施
さ
れ
た
四
代
政
韶

の
鹿
狩
り
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
政
韶
は
二
代
政
陽
の
子
で
あ
り
、
兄
政
脩

の
養
子
と
な
り
寛
政
二
年
八
月
に
襲
封
、
同
五
年
六
月
に
初
入
部
し
た

）
11
（

。
初
入

部
間
も
な
い
十
一
月
に
南
方
村
小
峯
門
で
実
施
さ
れ
た
鹿
狩
り
に
は
、
郡
奉
行
・

下
郡
・
代
官
が
出
役
し
、
勢
子
一
〇
五
〇
人
・
鉄
炮
持
三
五
〇
人
に
触
出
さ
れ

た
。
家
中
の
供
侍
二
〇
人
に
加
え
長
坂
茂
兵
衛
と
門
弟
四
人
に
仮
屋
警
固
が
命

じ
ら
れ
た
。
仮
屋
前
後
の
道
筋
は
歩
行
は
で
き
て
も
登
山
は
困
難
だ
と
し
て
、

一
四
・
五
町
の
道
繕
い
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
今
度
は
家
中
供
人
へ
は
鉄
炮
は
持

た
せ
な
い
の
で
、
猟
師
の
案
内
は
不
用
と
し
て
い
る
。
二
十
七
日
早
朝
七
時
過

ぎ
、
政
韶
は
供
揃
い
で
小
峯
門
へ
出
駕
し
、
家
老
加
藤
靭
負
・
組
頭
近
藤
惣
兵

衛
・
穂
鷹
小
弥
太
が
従
っ
た

）
11
（

。
政
韶
は
無
事
鹿
狩
り
を
上
覧
し
て
夕
七
半
時
に

帰
座
し
た
。
政
韶
の
場
合
も
、
民
情
視
察
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

さ
て
、
政
義
の
場
合
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
政
義
が
初
入
部
し
て

間
も
な
い
天
保
九
年
正
月
七
日
、
藩
は
来
る
十
三
日
に
南
方
村
内
小
峯
門
で
鹿

狩
り
を
行
う
と
家
中
に
触
れ
出
し
た
。

　
　
　
　
　
　
口
演

　
　 

当
月
十
三
日
、
南
方
村
之
内
小
峯
門
江
為
御
鹿
狩
御
出
駕
被
仰
出
候
付
、

御
仮
屋
為
御
用
心
御
家
中
御
供
弐
拾
人
被
仰
付
候
、
尤
手
鎗
拾
本
・
弓
拾

張
御
貸
被
成
候
間
、
御
櫓
方
江
対
談
受
取
可
致
持
参
候

）
11
（

仮
屋
警
備
に
家
中
供
二
〇
人
を
配
し
、
手
鎗
一
〇
本
・
弓
一
〇
張
を
櫓
方
か
ら

貸
し
出
す
と
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
見
作
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
藤
善
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
坂
一
帰
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当
月
十
三
日
、
南
方
村
之
内
小
峯
門
江
為
御
鹿
狩
御
出
駕
被
仰
出
候
付
、

御
仮
屋
為
御
用
心
門
弟
之
内
両
人
宛
可
致
御
供
候
、
尤
六
匁
筒
御
貸
被
成

候
間
、
御
櫓
方
江
対
談
受
取
可
致
持
参
候

さ
ら
に
大
見
作
兵
衛
ら
三
人
か
ら
そ
の
門
弟
二
人
ず
つ
を
供
さ
せ
、
六
匁
筒
を

貸
し
出
す
と
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
平
士
の
う
ち
松
井
茂
兵
衛
、
番
勤
の
う
ち

堀
国
治
に
法
螺
貝
・
鐘
役
を
命
じ
て
い
る
。
こ
の
鹿
狩
り
が
軍
事
訓
練
の
色
彩

が
強
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

近
習
役
・
大
目
付
・
郡
方
・
賄
方
へ
は
、
小
峯
門
へ
の
鹿
狩
行
列
帳
が
一
冊

ず
つ
配
布
さ
れ
た
。
行
列
配
置
は
次
の
通
り
で
あ
る

）
11
（

。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
口
取

　
　
御
馬
印
持
人
弐
人
　
　
　
　
　
御
牽
馬
　
　
　
沓
篭
持
人
壱
人

　
　    

此
御
馬
印
山
林
鹿
ゟ  

口
取

　
　
御
鋏
箱
　
　
　
　
　
　
　
御
徒
士
　
　
同
　
　
同

　
　
　
　
　
持
人
三
人

　
　
御
鋏
箱
　
　
　
　
　
　
　
御
徒
士
　
　
同
　
　
同

　
　
御
徒
小
頭
　
　
　
　
　
　
給
人
弓
拾
人
　
　
　
貝
鐘
之
役
壱
人

　
　
御
徒
目
付
　
　
　
　
　
　
給
人
手
鎗
拾
人
　
　
貝
鐘
之
役
壱
人

    

口
取                  

若
党
壱
人
　
　
　
槍
持
壱
人

　
　
　
　
騎
馬
　
　
　
　
御
近
習
役

    

口
取                                

草
履
取

                          

　
　
御
持
弓

    

御
長
刀
持
人
弐
人
手
代
り
共
　
　
　
　
　
　
　
持
人
三
人
手
代
り
共

                          

　
　
御
持
弓

    

御
口
取    

御
刀
番
　
　
　
　
　
御
中
小
姓
　
同
　
　
同

        

　
御
馬

    

御
口
取
　
　
御
刀
番
　
　
　
　
　
御
中
小
姓
　
同
　
　
同

　
　
鉄
炮
三
人
　
　
御
鎗                  

　 

御
長
柄
傘
壱
人

                    

　
持
人
三
人
手
代
り
共   

御
草
履
壱
人

    

鉄
炮
三
人
　
　
御
鎗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
床
机
壱
人

    

御
鋏
箱

　
　
　
　
　
　
持
人
三
人
手
代
り
共
　
　
　
沓
篭
壱
人

　
　
御
簑
箱

    

御
茶
弁
当
持
人
弐
人
手
代
り
共
　
御
坊
主
壱
人
両
掛
弐
荷
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持
人
四
人
手
代
り
共
　
　
合
羽
篭
七
荷
　
持
人
拾
人
手
代
り
共

　
　
押
足
軽
　
　
口
取          

若
党
壱
人

                  
騎
馬
御
用
人        

　
鎗
持
壱
人

　
　
押
足
軽
　
　
口
取
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
草
履
取

　
　
　
　
外
御
駕
篭
陸
尺
八
人

    

口
取          

若
党
壱
人
　
　
　
鎗
持
壱
人

　
　
　
　
騎
馬
御
組
頭
　
　
　
　
　
　
　
草
履
取

    

口
取
　
　
　
　
　
若
党
壱
人

                  

若
党
弐
人
　
　
　
鎗
持
壱
人

        

騎
馬
御
家
老
　
　
　
　
　
　
　
草
履
取

                  

若
党
壱
人

                        

　
　
諸
稽
古
門
人
之
面
々

        

竹
馬
五
荷
持
人
八
人

                            

諸
稽
古
門
人
之
面
々

具
体
的
な
人
配
と
し
て
は
、
先
詰
に
年
寄
平
野
又
右
衛
門
と
近
習
役
一
人
、

そ
れ
ぞ
れ
若
党
一
人
・
槍
持
一
人
・
草
履
取
口
取
二
人
を
連
れ
て
の
出
役
で
あ

る
。
ま
た
納
戸
役
各
一
人
、
側
役
四
人
、
土
蔵
方
役
一
人
、
次
右
筆
二
人
、
坊

主
一
人
、
茶
方
両
掛
持
二
人
、
賄
人
一
人
、
表
医
師
二
人
、
馬
乗
一
人
、
賄
所

物
書
一
人
が
詰
め
た
。

こ
の
ほ
か
藩
か
ら
は
、
貸
人
と
し
て
刀
番
・
中
小
姓
八
人
へ
四
人
、
貝
鐘
役

二
人
へ
一
人
、
給
人
二
〇
人
へ
一
〇
人
、
鉄
炮
方
給
人
へ
三
人
、
徒
小
頭
・
徒

目
付
二
人
へ
一
人
、
徒
士
六
人
へ
弁
当
持
一
人
が
付
け
ら
れ
た
。

ま
た
、
宿
泊
を
想
定
し
て
い
な
い
た
め
、
帰
り
が
夜
に
な
っ
た
場
合
の
桃
燈

持
人
も
定
め
ら
れ
て
い
る

）
11
（

。

　
　
御
先
御
牽
馬
両
脇
ニ
高
張
桃
燈
壱
張
ツ
ヽ
持
人
弐
人

　
　
対
御
鋏
箱
左
右
ニ
箱
桃
燈
壱
張
ツ
ヽ
持
人
弐
人

　
　
給
人
御
供
之
前
左
右
ニ
高
張
桃
燈
壱
張
ツ
ヽ
持
人
弐
人

　
　
御
長
刀
之
前
左
右
ニ
右
同
断
持
人
弐
人

    

御
馬
左
右
ニ
箱
桃
燈
壱
張
ツ
ヽ
持
人
弐
人

　
　
御
茶
弁
当
脇
ニ
箱
桃
燈
壱
張
持
人
壱
人

    

押
之
所
ニ
弓
張
桃
燈
弐
張

　
　
　
　
但
押
之
者
可
持
之

正
月
十
日
、
郡
方
・
道
橋
方
か
ら
鹿
狩
り
に
つ
い
て
の
伺
書
が
出
さ
れ
た
。

伺
通
り
と
さ
れ
た
の
は
次
の
通
り
で
あ
る

）
11
（

。
小
峯
門
へ
の
道
筋
往
来
は
古
川
通

り
と
し
道
橋
普
請
は
道
橋
方
へ
沙
汰
し
、
村
々
の
案
内
と
松
明
用
意
は
前
格
通

り
と
す
る
。
仮
屋
入
用
の
竹
木
は
普
請
方
・
村
方
よ
り
借
上
げ
、
不
足
分
は
南

方
村
・
岡
冨
村
・
祝
子
村
内
の
山
か
ら
伐
出
す
こ
と
を
山
林
方
へ
沙
汰
す
る
こ

と
。
猟
師
は
各
自
で
玉
薬
を
用
意
し
後
で
代
銀
を
下
す
こ
と
（
一
放
＝
一
分
五



新藩主「権威」の形成と地域社会 (大賀郁夫)

一
〇

厘
、
三
放
分
四
分
五
厘
）。
料
理
は
城
で
用
意
し
て
持
参
す
る
の
で
膳
所
は
設

け
ず
、
納
戸
方
か
ら
は
屏
風
を
貸
し
出
す
こ
と
。
狩
り
前
日
夕
方
に
猟
師
・
勢

子
を
揃
え
手
分
け
し
て
差
配
し
て
置
き
、
着
陣
時
に
先
手
通
り
合
図
と
し
て
法

螺
貝
を
吹
か
せ
た
ら
、
勢
子
た
ち
に
は
竹
貝
を
吹
か
せ
る
こ
と
。
仮
屋
設
置
入

用
お
よ
び
山
道
普
請
人
足
に
は
扶
持
米
を
与
え
、
馬
八
疋
を
繋
ぐ
場
所
を
小
峯

門
に
設
け
る
こ
と
。
御
覧
所
と
仮
屋
に
は
御
印
を
建
て
、
御
出
の
節
者
小
峯
門

山
入
り
口
か
ら
行
列
先
に
持
た
せ
る
こ
と
。
猟
師
・
勢
子
差
配
の
た
め
勘
定
人

を
出
役
さ
せ
、
諸
差
配
方
下
世
話
を
命
じ
る
こ
と
。
以
前
の
狩
猟
時
に
仮
屋
か

ら
山
中
御
覧
所
へ
登
山
さ
れ
た
際
に
、
郡
奉
行
・
下
郡
奉
行
・
代
官
が
出
役
し

先
導
し
て
供
を
し
た
が
、
こ
の
度
も
以
前
通
り
と
す
る
こ
と
。
狩
場
を
引
き
払

う
と
き
は
諸
方
合
図
と
し
て
半
鐘
を
要
し
て
打
た
せ
る
の
で
、
最
寄
り
の
寺
院

か
ら
借
用
す
る
よ
う
寺
社
方
へ
断
書
を
出
す
こ
と
。
仮
屋
は
幕
囲
い
の
み
設
置

し
、
雪
隠
は
城
か
ら
持
廻
る
こ
と
。
連
犬
に
は
一
日
米
四
合
宛
与
え
る
こ
と
。

水
を
確
保
す
る
た
め
近
辺
に
よ
い
井
戸
が
あ
れ
ば
、
事
前
に
井
戸
浚
い
を
さ
せ

て
お
く
こ
と
。
勢
子
廻
し
勘
定
人
一
手
へ
、
一
人
宛
貸
人
を
付
け
る
こ
と
。

正
月
十
三
日
朝
七
時
、
政
義
は
供
揃
い
に
て
南
方
村
小
峯
門
を
目
指
し
て
出

駕
し
た
。
家
老
上
田
外
記
・
組
頭
内
藤
治
部
左
衛
門
・
年
寄
今
村
長
左
衛
門
・

次
右
筆
岡
野
庄
九
郎
た
ち
が
こ
れ
に
従
っ
た
。
見
送
り
と
し
て
用
席
は
全
員
、

大
目
付
も
西
曲
輪
ま
で
出
た
。
な
お
、
今
回
の
鹿
狩
り
に
つ
い
て
、「
諸
向
休

日
之
通
早
引
為
致
、
勝
手
次
第
見
物
罷
越
候
様
」
大
目
付
へ
通
達
が
な
さ
れ
た
。

軍
事
訓
練
の
一
つ
に
は
違
い
な
い
が
、
遊
興
的
な
要
素
が
強
い
デ
モ
ン
ス
ト

レ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

二　

政
義
に
よ
る
宮
崎
巡
見

（
一
）
巡
見
の
準
備

天
保
五
年
十
月
に
家
督
を
相
続
し
、
同
八
年
十
一
月
に
領
地
へ
の
初
入
部
を

果
た
し
た
政
義
で
あ
る
が
、
領
内
巡
見
は
い
つ
頃
か
ら
計
画
さ
れ
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
。

初
入
部
す
る
二
カ
月
前
に
、
政
義
が
体
調
不
良
の
た
め
発
駕
延
期
が
江
戸
便

で
伝
え
ら
れ
た
際
に
、「
御
領
分
御
見
廻
被
成
度
段
、
御
届
書
御
同
所
様
江
御

留
守
居
を
以
被
差
出
候

）
11
（

」
と
あ
り
、
巡
見
は
以
前
か
ら
計
画
さ
れ
て
い
た
よ
う

で
、
幕
府
に
も
届
け
済
み
で
あ
っ
た
。

入
部
後
し
ば
ら
く
は
巡
見
の
具
体
的
な
日
時
は
ま
だ
未
定
で
あ
っ
た
が
、
正

月
下
旬
が
想
定
さ
れ
て
い
た

）
11
（

。
巡
見
の
準
備
は
粛
々
と
進
め
ら
れ
、
十
二
月

二
十
八
日
に
は
下
吟
味
役
根
本
伊
右
衛
門
と
、
城
内
勘
定
人
で
切
米
割
兼
役
荒

木
茂
兵
衛
が
、
宮
崎
ま
で
の
道
中
用
意
物
取
調
掛
合
を
命
じ
ら
れ
、
地
方
勘
定

人
菅
波
太
右
衛
門
倅
太
郎
も
「
御
用
向
」
の
た
め
宮
崎
表
へ
遣
わ
さ
れ
た

）
1（
（

。

十
二
月
晦
日
、
下
郡
猪
狩
庄
左
衛
門
が
巡
見
御
用
向
で
宮
崎
表
に
出
役
す

る
に
際
し
て
、
郡
方
か
ら
藩
に
対
し
て
貸
人
を
付
け
て
く
れ
る
よ
う
願
い
が
出

さ
れ
た
。
延
岡
か
ら
宮
崎
ま
で
幕
領
富
高
及
び
高
鍋
・
佐
土
原
両
藩
領
域
を
通

行
す
る
た
め
、「
御
取
〆
第
一
之
儀
」
を
理
由
に
同
人
お
よ
び
随
行
す
る
代
官

に
そ
れ
ぞ
れ
鎗
持
ち
を
、
勘
定
人
に
草
履
取
り
の
貸
人
を
付
け
て
ほ
し
い
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
他
藩
に
対
す
る
「
外
聞
」
も
あ
り
、
藩
の
「
威
光
」
を
示
す

た
め
に
も
鎗
持
ち
や
草
履
取
は
必
要
で
あ
っ
た
。
し
か
し
御
用
部
屋
で
は
評
議

の
結
果
、「
庄
左
衛
門
始
御
代
官
槍
持
、
并
御
勘
定
人
草
履
取
御
貸
難
被
成
候

）
11
（

」

と
却
下
さ
れ
た
。「
外
聞
」
と
「
御
威
光
」
に
拘
る
郡
方
は
、「
高
鍋
・
佐
土
原



第第 １１ 表表 宮宮崎崎巡巡見見のの供供人人

役 職 氏 名 道中雇役

家老 加藤又右衛門

用人 佐野新五右衛門

近習役 斉藤儀兵衛・沢野長兵衛

納戸役 藤田角蔵・新井又三郎・伊藤源蔵・福井太蔵

御伽雇 千葉東太郎（新左衛門倅） 道中賄役雇

側勤 松本俊司・久保徳三郎・大見清助・松沢源之丞
川名小八郎・鈴木波三郎・川名四郎・渡辺彦四郎

側医 中野快安・鈴木成徳・木田亮庵（見習） 道中賄役雇

右筆 中野圓右衛門 道中中小姓兼役

徒士小頭 町原紋次郎

徒士目付雇 矢山精兵衛

土蔵方役 加藤助三郎・斉藤新三郎

馬乗 田口清治

郡奉行 清水三郎太夫

本〆下役 草野忠右衛門 道中賄役雇

定府番勤供下 芳賀傳治 道中側勤雇

下吟味 沢本伊右衛門 道中賄下役雇

中小姓組勘定人 荒木茂兵衛 道中賄下方雇

城内勘定人 佐藤寛治 道中徒士雇

料理人 中村夘之吉（頭取）・西村重五郎

徒士雇 宇野傳次郎・土井隼治・松田角右衛門・尾崎九兵衛
芳村喜一郎・柳田儀右衛門

坊主 川村春賀・芳賀林花・沢岸友悦・古川三喜・大平喜斎

料理方手伝 清水松助・山岡栄蔵 食焚兼

小野源治（城内勘定人倅） 道中徒士雇

（註）天保九年正月十一日「萬覚書」より作成。

第第 ２２ 表表 宮宮崎崎表表へへのの出出役役手手当当

手当銀 役 職

匁
250 家老

125 用人

85 近習役

40 納戸役

35 側役

95 行列立側医師

80 行列外側医師・同見習

55 賄役

30 右筆・徒小頭・徒目付・馬乗・料理人頭取

33 土蔵方

23 料理人・賄下役・徒士

12 坊主

18 料理方手伝（清水松助・山岡栄蔵）

40 郡奉行

20 下郡

10 勘定人

（註）天保九年正月廿一日「萬覚書」より作成。

第第 ３３ 表表 都都野野止止宿宿時時のの下下銀銀

飫肥藩 佐土原藩 備 考

代官 金子 200 疋 芭蕉布 1 疋

下代 白銀 2 両 ― 乙名緒方紋兵衛勤

本陣守 白銀 1 両 白銀 1 両

右同人 白銀 3 両 金子 100 疋 馬飼料料・台所諸世話

小別当 鳥目 1 〆文 白銀 2 両

馬さし 鳥目 1 〆文 ― 人馬世話

問屋 白銀 3 両 ―

（註）天保九年正月廿日「萬覚書」より作成。
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一

駅
々
ニ
お
ゐ
て
役
人
中
江
応
対
之
御
用
向
茂
御
座
候
付
」
と
再
度
若
党
と
鎗
持

ち
を
要
求
し
た
が
、
鎗
持
ち
一
人
は
認
め
ら
れ
た
も
の
の
若
党
は
認
め
ら
れ
な

か
っ
た

）
11
（

。
こ
れ
は
検
見
な
ど
の
た
め
宮
崎
表
へ
出
役
す
る
郡
奉
行
に
は
槍
持
一

人
が
貸
出
さ
れ
た
前
例
に
倣
っ
た
も
の

）
11
（

と
考
え
ら
れ
る
。

正
月
十
一
日
、
宮
崎
巡
見
の
供
人
に
家
老
加
藤
又
右
衛
門
以
下
、
用
人
佐
野

新
五
右
衛
門
・
近
習
役
斉
藤
儀
兵
衛
・
沢
野
長
兵
衛
・
側
役
千
葉
東
太
郎
か
ら

料
理
方
手
伝
い
に
至
る
四
八
名
が
選
ば
れ
た
（
第
１
表
参
照
）。
家
老
又
右
衛

門
に
は
次
右
筆
古
川
助
次
郎
が
附
け
ら
れ
、
助
次
郎
に
は
表
御
用
方
も
兼
勤
さ

せ
た

）
11
（

。
こ
の
ほ
か
郡
奉
行
清
水
三
郎
太
夫
に
加
え
、
道
中
賄
役
雇
に
本
〆
下
役

草
野
忠
右
衛
門
、
定
府
番
勤
芳
賀
傳
治
に
道
中
御
側
役
雇
、
下
吟
味
役
沢
本
伊

右
衛
門
・
中
小
姓
組
城
内
勘
定
人
で
あ
る
荒
木
茂
兵
衛
が
道
中
賄
下
役
雇
を
命

じ
ら
れ
た

）
11
（

。
宮
崎
へ
の
往
復
に
伴
い
手
当
が
支
給
さ
れ
た
が
、
手
当
額
は
家
老

二
五
〇
目
以
下
勘
定
人
一
〇
匁
ま
で
か
な
り
の
幅
が
あ
っ
た
（
第
２
表
参
照
）。

宿
割
・
馬
割
差
配
を
命
じ
ら
れ
た
郡
奉
行
清
水
三
郎
太
夫
は
、
政
義
一
行
に

先
だ
っ
て
二
十
六
日
に
宮
崎
へ
出
立
し
た
。
宮
崎
で
の
宿
割
は
、
当
初
役
所
詰

の
面
々
は
居
宅
を
明
け
渡
す
に
は
及
ば
な
い
と
し
て
い
た
が
、
出
役
す
る
者
た

ち
が
百
姓
家
で
は
「
差
支
之
筋
」
も
あ
る
と
し
て
、
最
終
的
に
役
所
詰
の
者
た

ち
が
百
姓
家
に
、
出
役
の
面
々
が
役
所
泊
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
出
役
の
者
た

ち
は
役
所
逗
留
中
は
三
度
賄
い
と
す
る
が
、
大
勢
で
あ
る
た
め
「
菜
廻
等
行
届

兼
」
と
食
事
の
心
配
を
し
て
い
る

）
11
（

。

ま
た
郡
方
よ
り
「
御
領
内
孝
行
・
寄
特
者
・
長
寿
者
或
は
極
窮
民
并
鰥
寡
孤

独
之
類
」
に
対
し
て
、
村
々
で
吟
味
し
て
手
当
を
施
す
か
と
の
問
合
せ
に
、「
御

城
附
・
豊
後
・
宮
崎
・
高
千
穂
共
、
応
而
御
座
候
手
当
可
被
成
下
」
こ
と
を
命

じ
て
い
る
。
な
お
、
町
方
・
寺
社
門
前
へ
も
同
様
触
れ
出
す
よ
う
に
町
奉
行
へ
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一
二

命
じ
て
い
る
。

年
が
明
け
て
正
月
十
三
日
、
藩
主
政
義
一
行
の
宮
崎
表
へ
の
巡
見
を
家
中
へ

伝
達
す
る
た
め
、
家
老
加
藤
又
右
衛
門
宅
で
組
頭
内
藤
清
太
夫
に
口
演
書
が
渡

さ
れ
た

）
11
（

。
行
程
は
、
二
日
の
道
中
日
程
で
は
な
か
に
は
足
痛
等
で
歩
行
が
困
難

に
な
る
者
も
出
た
り
、
ま
た
東
海
道
辺
と
は
違
い
夜
に
な
っ
て
は
宿
泊
も
難
し

く
な
る
場
合
も
あ
る
の
で
、
初
日
は
門
川
、
二
日
目
は
都
野
で
の
宿
泊
と
な
れ

ば
三
日
目
に
は
宮
崎
へ
着
く
の
で
、
た
と
え
夜
に
な
っ
て
も
不
都
合
に
も
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
で
、
三
日
の
行
程
と
な
っ
た

）
11
（

。
具
体
的
に
は
初
日
は
九
ツ
時

に
出
立
し
て
門
川
村
泊
、
二
日
目
は
美
々
津
で
昼
、
都
野
泊
、
三
日
目
は
高
鍋

で
昼
、
佐
土
原
で
小
休
み
し
て
宮
崎
着
と
い
う
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
あ
る
。
そ
れ

に
合
わ
せ
て
宿
・
休
み
所
お
よ
び
人
馬
の
差
配
が
早
急
に
な
さ
れ
た
。

（
二
）
行
列
立

武
家
の
行
列
は
軍
隊
の
行
軍
で
あ
り
、
軍
旅
に
準
じ
て
編
成
さ
れ
た
と
さ
れ

る
）
11
（

。
こ
こ
で
政
義
一
行
の
行
列
立
を
み
て
お
こ
う
。
宮
崎
出
駕
日
限
が
決
定
し

た
正
月
十
四
日
、
近
習
役
・
郡
方
・
大
目
付
へ
行
列
帳
が
一
冊
宛
渡
さ
れ
た

）
1（
（

。

　
　
足
軽
壱
人
　
　
口
取
壱
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
牽
馬
　
　
　
沓
篭
壱
人

　
　
足
軽
壱
人
　
　
口
取
壱
人

    

御
持
弓
一
錺
壱
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
具
足
櫃
持
人
三
人

    

御
持
弓
一
錺
壱
人

                

　
　
御
鋏
箱

　
　
宰
領
足
軽
壱
人          

　
　
　
持
人
三
人

                

　
　
御
鋏
箱

    

白
熊
御
鎗

　
　
　
　
　
　
　
持
人
三
人
　
黒
熊
御
鎗
持
人
三
人

    

白
熊
御
鎗

　
　
御
徒
士
　
同
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
長
刀
持
人
弐
人

　
　
御
徒
士
　
同
　
同

    

御
腰
物
筒    

　
　
　
　
御
徒
小
頭

　
　
　
　
　
　
三
人

    

御
腰
物
筒    

　
　
　
　
御
徒
目
付

　
　
御
刀
番
　
　
　
　
　
　
　
御
中
小
姓
　
同
　
同

　
　
　
　
　
　
御
駕
籠
　
　
　
　
　
　
　
御
陸
尺
拾
人

　
　
御
刀
番
　
　
　
　
　
　
　
御
中
小
姓
　
同
　
同

    
御
持
鎗

　
　
　
　
　
　
持
人
三
人
　
　
御
立
傘
御
草
履
取
手
代
之
御
草
履
取

    

御
持
鎗                          

但
御
床
机
可
持
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一
三

　
　
　
　
　
御
鋏
箱

　
　
三
人
　
　
　
　
　
持
人
三
人
　
御
茶
・
弁
当
持
人
弐
人

　
　
　
　
　
御
鋏
箱

                

口
取
壱
人

　
　
御
坊
主
壱
人
　
　
御
牽
馬
　
　
　
　
　 

沓
篭
壱
人

                

口
取
壱
人

　
　
御
納
戸                    
同

　
　
　
両
掛
挾
箱
壱
荷
　
持
人
壱
人
　
　
　 

同
壱
荷
持
人
壱
人

        

御
櫛
方
御
道
具
并
御
茶
道
具
共
入

　
　
同                        

同

　
　
　
同
壱
荷
持
人
壱
人
　
　
　
　
　
　
　 

同
壱
荷
持
人
人
壱
人

　
　
　
　
　
鎗
同

　
　
同
勢
鎗
　
　
　
　
　
持
人
四
人
　
　
　 

合
羽
篭
持
人
弐
人

　
　
　
　
　
鎗
同
　
　
　
　
　
但
、
持
人
不
足
之
分
ハ
　
御
駕
籠
相
叟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
供
方
草
履
取
ゟ
兼

　
　
同
持
人
弐
人
　
　
同
持
人
弐
人
　
　
　 

同
持
人
弐
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
押
足
軽
壱
人

　
　
同
持
人
弐
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

長
刀
壱
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
押
足
軽
壱
人

    

切
棒
　
　
　
　
若
党
壱
人  

　
　
　    

薬
箱
壱
人

　
　
　
駕
籠
御
医
師
　
陸
尺
三
人

                              

　
　
　
草
履
取
壱
人

                

切
棒                

若
党
壱
人

　
　
具
足
櫃
壱
人
　
　
駕
籠
御
近
習
陸
尺
三
人

                                    

若
党
壱
人

　
　
鎗
壱
人

　
　
　
　
　
草
履
取
壱
人
　
　
　
竹
馬
持
人
壱
人

　
　
挾
箱
壱
人
　
　
手
前
者

                

切
棒                

若
党
壱
人

　
　
具
足
櫃
壱
人
　
　
駕
籠
御
近
習
陸
尺
三
人

                                    

若
党
壱
人

　
　
鎗
壱
人

　
　
　
　
　
草
履
取
壱
人
　
　
　
竹
馬
持
人
壱
人

　
　
挾
箱
壱
人
　
　
手
前
者
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一
四

　
　
弓
一
錺
持
人
壱
人
　
　
具
足
櫃
持
人
弐
人
見
附
道
具
壱
人

    

先
供              

若
党
弐
人
手
前
者

　
　
先
供
　
　
駕
籠
　
御
家
老
　
陸
尺
四
人

    

先
供
　
　
　
　
　
　
　
若
党
弐
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
若
党
之
内
ニ
而
刀
筒
可
持

　
　
鎗
壱
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
挾
箱
壱
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
草
履
取
手
前
者
　

    

長
柄
傘
壱
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
挾
箱
壱
人

    

口
取
壱
人

　
　
　
　
牽
馬
　
　
　
沓
篭
壱
人
　
　
合
羽
篭
弐
荷
持
人
弐
人

　
　
口
取
壱
人
　
　
　

                        

外

　
　
押
壱
人
　
　
　
　
　
　
　
　
具
足
櫃
壱
人

  

切
棒        

若
党
弐
人
　
　
　
　
　
鎗
壱
人

    

駕
籠
御
用
人
　
陸
尺
三
人

              

若
党
壱
人
　
　
　
　
　
挾
箱
壱
人

    

草
履
取
手
前
者
　
　
　
合
羽
篭
持
人
壱
人

足
軽
や
口
取
・
徒
士
・
槍
持
な
ど
一
五
〇
人
近
い
供
人
の
ほ
か
、
家
老
の
「
手

前
者
」
や
人
夫
を
合
わ
せ
る
と
二
〇
〇
人
を
数
え
た

）
11
（

。
家
老
伊
達
道
具
と
し
て

「
見
附
道
具
一
本
」
を
も
た
せ
、
行
列
に
弓
・
鉄
炮
を
持
た
せ
な
け
れ
ば
「
御

威
光
薄
」
に
な
る
と
し
て
い
る
。
行
列
に
立
て
る
人
足
は
中
間
小
頭
へ
、
御
用

荷
物
入
用
の
人
馬
は
土
蔵
方
へ
引
き
渡
さ
れ
た
。
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一
五

（
三
）
宿
割
と
他
藩
と
の
掛
合

門
川
村
宿
泊
の
た
め
用
人
と
代
官
が
出
役
し
て
差
配
し
、
同
村
の
仮
宿
設
営

お
よ
び
同
所
渡
場
道
筋
整
備
は
道
橋
方
が
受
け
持
っ
た

）
11
（

。
当
初
、
城
下
よ
り
門

川
村
ま
で
町
人
足
、
同
所
か
ら
美
々
津
ま
で
を
近
郷
村
々
の
人
足
と
し
て
い
た

が
、
最
終
的
に
城
下
か
ら
小
休
み
す
る
伊
福
形
村
ま
で
町
人
足
、
同
所
か
ら
美
々

津
ま
で
が
近
郷
村
々
人
足
に
な
っ
た
。

荷
馬
や
人
足
に
つ
い
て
は
、
宮
崎
ま
で
長
途
の
う
え
石
高
道
で
あ
る
の
で
、

門
川
あ
た
り
の
馬
で
都
野
ま
で
行
く
の
は
覚
束
な
く
、
か
つ
人
足
も
駕
篭
夫
な

ど
は
よ
ほ
ど
難
渋
す
る
と
思
わ
れ
、
大
勢
の
人
馬
を
他
所
ま
で
連
れ
て
行
く
の

は
手
当
も
馬
鹿
に
な
ら
な
い
、
そ
れ
な
ら
ば
雇
人
足
の
ほ
う
が
人
数
も
少
な
く

済
む
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
美
々
津
か
ら
都
野
、
都
野
か
ら
高
鍋
、
高
鍋
か
ら

佐
土
原
ま
で
そ
の
土
地
の
雇
人
馬
を
利
用
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
な
お
佐
土
原

か
ら
宮
崎
役
所
ま
で
は
延
岡
領
宮
崎
郡
か
ら
の
迎
え
人
足
を
出
す
よ
う
指
示
さ

れ
た
。
賃
銭
は
人
足
が
一
里
三
九
文
、
馬
一
疋
一
里
五
八
文
で
あ
る

）
11
（

。

門
川
村
ま
で
の
街
道
沿
い
の
村
々
で
運
搬
道
具
の
障
害
に
な
る
雑
木
は
伐
ら

せ
、
悪
し
き
道
橋
は
普
請
を
さ
せ
、
伊
福
形
村
で
は
庄
屋
元
で
小
休
み
す
る
の

で
取
片
付
け
て
お
く
よ
う
命
じ
た
。
ま
た
同
村
の
渡
場
は
同
行
す
る
大
勢
の
人

馬
や
荷
物
で
混
雑
す
る
た
め
、
輸
送
は
渡
船
で
は
な
く
橋
船
を
使
用
す
る
こ
と

に
し
た

）
11
（

。
宿
泊
所
と
な
る
仮
屋
に
は
入
口
に
盛
砂
が
置
か
れ
、
仮
番
所
に
は
百

姓
二
人
に
番
を
命
じ
、
用
水
桶
が
置
か
れ
て
拍
子
木
番
も
置
か
れ
た
。
夜
中
に

は
台
張
桃
燈
が
建
て
ら
れ
て
い
る

）
11
（

。

伊
福
形
村
の
寄
人
足
に
は
日
別
米
六
合
二
勺
、
門
川
村
の
寄
人
足
に
は
同
一

升
が
下
さ
れ
た
。
門
川
村
に
宿
泊
す
る
に
際
し
て
の
問
題
は
、
そ
の
賄
い
費
用

を
ど
う
す
る
か
で
あ
っ
た
。
当
初
、
藩
は
「
御
家
老
始
末
々
迄
村
賄
可
被
申
付

候
」
と
し
て
い
た

）
11
（

。
こ
れ
に
対
し
て
郡
方
は
村
賄
い
に
強
く
反
対
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
手
控

　
　 

殿
様
宮
崎
表
御
発
駕
、
門
川
村
御
泊
ニ
相
成
候
付
、
御
家
老
以
下
末
々
ま

て
村
賄
ニ
御
沙
汰
御
座
候
処
、
先
年
尚
徳
院
様
宇
納
間
村
地
蔵
江
御
入
有

之
、
其
後
御
尊
骸
鎌
倉
光
明
寺
江
被
為
入
、
両
度
共
村
賄
ニ
申
付
候
得
共
、

百
人
程
之
人
数
ニ
付
ケ
也
ニ
相
済
候
処
、
此
節
者
弐
百
人
程
之
村
賄
ニ
而

何
様
相
届
候
儀
無
御
座
、
御
威
光
を
以
押
而
申
付
候
ハ
ヽ
如
何
様
共
相
済

可
申
候
得
共
、
村
方
賄
之
儀
定
式
茂
御
座
候
儀
ニ
而
、
極
々
難
渋
之
所
ゟ

自
然
与
上
を
御
恨
申
上
候
様
相
成
候
而
者
御
太
切
之
儀
、
殊
ニ
宮
崎
表
御

入
ニ
付
門
川
村
江
難
渋
相
掛
候
茂
如
何
ニ
御
座
候
間
、
村
賄
之
儀
者
御
用

捨
被
成
下
、
雑
用
一
式
被
下
置
村
賄
引
受
与
被
仰
付
候
様
仕
度
、
左
候
ハ
ヽ

各
別
村
方
難
渋
薄
罷
成
可
申
哉
奉
存
候
、
是
非
村
賄
被
仰
付
候
儀
ニ
御
座
候

ハ
ヽ
、
追
而
各
別
之
御
手
当
不
被
下
置
候
而
者
成
間
敷
、
左
候
得
者
却
而
御

不
益
ニ
茂
御
聞
届
候
様
仕
度
奉
存
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郡
方

）
11
（

尚
徳
院
（
三
代
政
脩
・
文
化
十
二
年
没
）
の
宇
納
間
地
蔵
仏
詣
や
葬
送
の
例
を

引
い
て
、
一
〇
〇
人
程
度
で
あ
れ
ば
村
賄
で
も
よ
い
が
、
今
回
の
宮
崎
巡
見
は

二
〇
〇
人
程
に
も
な
り
村
に
か
な
り
の
負
担
を
か
け
る
こ
と
に
な
る
。
藩
の「
御

威
光
」
で
無
理
強
い
す
れ
ば
何
と
か
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
難
渋
し
て
い
る
村
で

あ
る
か
ら
上
（
政
義
）
を
恨
む
よ
う
な
こ
と
に
で
も
な
れ
ば
、
藩
主
巡
見
事
態

が
逆
効
果
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
も
そ
も
宮
崎
表
を
巡
見
す
る
の
に
門
川
村
に

負
担
を
強
い
る
の
は
お
か
し
い
の
で
、
村
賄
い
で
は
な
く
「
各
別
之
御
手
当
」



第第 ２２ 表表 宮宮崎崎表表へへのの出出役役手手当当

手当銀 役 職

匁
250 家老

125 用人

85 近習役

40 納戸役

35 側役

95 行列立側医師

80 行列外側医師・同見習

55 賄役

30 右筆・徒小頭・徒目付・馬乗・料理人頭取

33 土蔵方

23 料理人・賄下役・徒士

12 坊主

18 料理方手伝（清水松助・山岡栄蔵）

40 郡奉行

20 下郡

10 勘定人

（註）天保九年正月廿一日「萬覚書」より作成。

第第 ３３ 表表 都都野野止止宿宿時時のの下下銀銀

飫肥藩 佐土原藩 備 考

代官 金子 200 疋 芭蕉布 1 疋

下代 白銀 2 両 ― 乙名緒方紋兵衛勤

本陣守 白銀 1 両 白銀 1 両

右同人 白銀 3 両 金子 100 疋 馬飼料料・台所諸世話

小別当 鳥目 1 〆文 白銀 2 両

馬さし 鳥目 1 〆文 ― 人馬世話

問屋 白銀 3 両 ―

（註）天保九年正月廿日「萬覚書」より作成。

新藩主「権威」の形成と地域社会 (大賀郁夫)

一
六

を
下
さ
れ
る
よ
う
郡
方
が
願
出
て
い
る
の
で
あ
る
。
藩
は
「
申
達
之
趣
無
餘
儀

筋
ニ
付
、
村
賄
之
分
賃
銭
払
ニ
被
成
候
」
と
、
村
賄
い
で
は
な
く
賃
銭
払
い
と

し
て
い
る

）
11
（

。

こ
の
ほ
か
往
来
旅
籠
代
に
つ
い
て
は
、「
一
泊
是
ニ
百
弐
拾
文
、
一
昼
六
拾

文
宛
之
定
式
」
を
適
用
し
よ
う
と
し
た
が
、
藩
は
「
昼
旅
籠
代
者
被
差
止
候
」

と
昼
旅
篭
代
の
支
払
い
は
認
め
ず
、
去
冬
の
入
部
道
中
時
の
よ
う
に
弁
当
（
但

し
「
日
々
御
一
菜
増
」）
を
差
上
げ
る
と
し
て
い
る
。

昼
と
小
休
み
所
で
の
準
備
お
よ
び
川
渡
船
の
手
配
は
、
町
乙
名
や
顔
役
た
ち

に
差
配
を
依
頼
す
る
こ
と
に
な
り
、他
藩
の
事
例
を
問
い
合
わ
せ
て
い
る
。
美
々

津
で
は
懇
意
に
し
て
い
る
画
師
日
高
源
治
に
、
飫
肥
・
佐
土
原
両
藩
が
美
々
津

通
行
時
の
手
当
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、
特
に
面
倒
な
こ
と
も
無
く
渡
船
も
町
中
か

ら
差
配
し
、
荷
積
・
橋
船
・
高
瀬
船
類
を
出
す
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
高
瀬
船

に
つ
い
て
は
、
耳
川
上
流
の
山
陰
村
か
ら
田
代
村
に
か
け
て
は
数
艘
あ
る
の
で
、

そ
れ
ら
を
通
行
前
日
に
美
々
津
ま
で
廻
送
し
て
お
き
、
そ
の
船
で
渡
せ
ば
美
々

津
の
船
は
雇
わ
ず
に
済
む
と
の
意
見
も
あ
っ
た
。
し
か
し
天
候
に
よ
っ
て
は
渡

場
ま
で
波
が
打
ち
寄
せ
る
場
合
も
あ
り
、
大
河
で
も
あ
る
の
で
何
か
あ
る
と
大

事
な
の
で
、
美
々
津
で
の
渡
船
は
す
べ
て
雇
船
を
依
頼
す
る
こ
と
に
な
っ
た

）
11
（

。

飫
肥
・
佐
土
原
両
藩
の
場
合
、
美
々
津
を
通
過
す
る
際
に
は
高
鍋
城
下
か
ら

番
代
役
人
・
代
官
・
掛
合
役
人
お
よ
び
町
役
人
が
挨
拶
に
来
る
の
で
、
番
代
役
・

代
官
に
は
金
二
〇
〇
疋
宛
、
波
当
方
掛
役
人
に
同
一
〇
〇
疋
宛
、
町
役
人
に
銀

二
両
宛
、
そ
れ
に
渡
船
乗
人
た
ち
に
酒
代
と
し
て
銭
四
貫
文
を
与
え
て
い
る
と

い
う
の
で
、
今
回
も
そ
れ
に
倣
う
こ
と
に
し
た
。

美
々
津
の
「
た
ぶ
と
き
越
」
あ
た
り
で
昼
と
な
る
が
、
寒
気
の
時
期
で
あ
る

た
め
呑
湯
が
な
い
と
難
儀
で
あ
る
と
し
て
、
美
々
津
町
定
宿
米
屋
彦
右
衛
門
に

世
話
を
依
頼
し
た
と
こ
ろ
、「
冥
利
」
と
し
て
快
諾
し
て
く
れ
た
。
そ
れ
に
対

し
て
酒
代
を
下
し
て
い
る

）
1（
（

。

都
野
で
の
宿
泊
は
政
義
が
本
陣
に
、
家
老
衆
ほ
か
供
人
た
ち
は
別
宿
の
よ
う

で
あ
っ
た
が
、
本
陣
で
は
二
〇
余
の
宿
を
用
意
で
き
る
こ
と
、
今
回
の
通
行
は

大
人
数
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
以
外
は
町
内
別
宿
と
な
り
夜
具
類
も
十
分
で
は
な

い
が
、
事
前
に
本
陣
詰
・
別
宿
何
人
と
乙
名
ま
で
交
渉
す
れ
ば
都
合
を
付
け
る

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
藩
は
具
体
的
な
日
時
と
人
数
を
早
急
に
知
ら
せ
る
と

返
答
し
て
い
る
。

都
野
町
で
の
手
当
に
つ
い
て
は
、
定
宿
戎
屋
常
吉
方
で
同
所
乙
名
緒
方
紋
兵

衛
と
面
会
し
、
伊
東
・
島
津
両
家
の
通
行
時
の
手
当
に
つ
い
て
問
い
合
わ
せ
て

い
る

）
11
（

。
紋
兵
衛
に
よ
れ

ば
、
両
家
か
ら
通
行
・

都
野
泊
が
い
つ
何
日
に

な
る
か
を
高
鍋
藩
家
衆

ま
で
知
ら
せ
れ
ば
、
高

鍋
城
下
か
ら
湯
道
具
も

手
配
す
る
と
い
う
。
両

家
が
都
野
通
行
時
に
高

鍋
藩
代
官
た
ち
に
下
さ

れ
る
金
品
は
次
の
通
り

で
あ
る
（
第
３
表
参
照
）。

高
鍋
町
定
宿
紙
屋
金

右
衛
門
方
で
同
町
乙
名

岩
村
万
右
衛
門
と
面
会



第第 ４４ 表表 飫飫肥肥藩藩通通行行時時のの下下物物

人数 下 物 備 考

美々津渡場
番代役 1 金 200 疋
代官 1 金 200 疋
波当方掛 2 金 100 疋宛
町役 2 銀 2 両宛
渡船乗人 銭 4 貫文

都野
代官 1 金 200 疋
右付下代 1 白銀 2 両 乙名緒方紋兵衛勤
本陣守 1 白銀 1 両
同人 1 白銀 3 両 馬飼料・台所諸世話
小別当 1 銭 1 貫文
馬さし 1 銭 1 貫文 人馬世話方
問屋 1 白銀 3 両

名貫川・小丸川*
町役 2 白銀 3 両宛
下役 2 青銅 500 文宛
嘉穂方役 1 金 100 疋
道方役 1 金 2 朱
右下役 2 金 1 朱宛
問屋 1 青銅 1 貫文

佐土原渡船**
船方役人 1 金 100 疋
下役 4
人馬役 1 青銅 1 貫文
別当 2 金 100 疋宛 町内案内

（註）天保九年正月廿日「萬覚書」より作成。
*このほか名貫川へ都野町から出た川越人足、小丸川へ川下
より廻艘した渡船へ酒代下す

**このほか渡船へも酒代下す

宮崎公立大学人文学部紀要　第 31 巻　第 1 号

一
七

し
、
両
家
通
行
時
の
振
合
い
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、
都
野
仮
屋
の
借
受
け
は
別

段
交
渉
は
な
く
、
都
野
別
当
の
言
う
と
お
り
に
す
る
こ
と
、
名
貫
川
・
小
丸
川

へ
は
川
役
人
が
出
役
し
、
小
丸
川
へ
は
川
下
か
ら
渡
船
を
廻
し
置
き
渡
川
で
き

る
よ
う
手
配
す
る
。
名
貫
川
へ
は
都
野
町
よ
り
川
越
人
足
を
差
配
し
て
お
く
と

の
こ
と
で
あ
っ
た

）
11
（

。
出
役
の
川
役
人
や
川
越
人
足
に
は
酒
代
を
下
す
よ
う
指
示

し
て
い
る
。
実
際
に
町
役
人
二
人
に
は
白
銀
三
両
宛
、
下
役
二
人
に
は
青
銅

五
〇
〇
文
宛
、
河
方
役
人
へ
金
一
〇
〇
疋
、
道
方
役
人
に
南
鐐
一
片
、
同
下
役

二
人
に
金
一
朱
宛
、
問
屋
へ
青
銅
一
貫
文
、
そ
れ
に
加
え
て
小
丸
川
渡
船
乗
り

と
名
貫
川
川
越
人
足
に
相
応
の
酒
代
が
下
さ
れ
た
。

両
家
が
通
行
時
に
高
鍋
藩
家
老
衆
が
挨
拶
に
来
る
場
合
、
先
に
両
家
か
ら
使

者
を
町
役
の
も
と
に
出
せ
ば
直
ち
に
家
老
が
宿
へ
出
張
り
、
も
し
藩
主
が
病
気

の
時
は
引
き
取
る
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
今
回
の
通
行
で
は
高
鍋
藩
か
ら

家
老
衆
の
見
舞
い
が
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
ち
ら
か
ら
使
者
を
出
す
に
は
及
ば

な
い
こ
と
、
ま
た
家
老
衆
が
出
張
ら
な
い
よ
う
高
鍋
郡
奉
行
に
事
前
に
交
渉
し

て
お
く
よ
う
指
示
し
て
い
る

）
11
（

。

高
鍋
領
内
で
の
人
馬
の
差
配
は
、
前
も
っ
て
乙
名
に
員
数
を
伝
え
れ
ば
随
分

世
話
を
し
、
賃
銭
も
平
日
同
様
に
す
る
と
い
う
。
都
野
を
出
立
し
て
高
鍋
城
下

よ
り
一
里
ほ
ど
先
に
追
分
が
あ
り
、
昼
頃
に
な
れ
ば
両
家
が
通
行
の
時
に
も
こ

こ
で
昼
を
と
っ
た
。
こ
こ
で
呑
湯
を
用
意
す
る
こ
と
も
乙
名
万
右
衛
門
と
紙
屋

金
左
衛
門
が
引
受
け
、
世
話
し
て
く
れ
る
よ
う
依
頼
し
て
置
い
た
が
、
昼
は
高

鍋
城
下
で
取
る
の
で
用
意
に
は
及
ば
な
い
と
し
て
い
る

）
11
（

。

佐
土
原
に
お
い
て
も
、
定
宿
大
和
屋
源
右
衛
門
方
で
同
所
別
当
黒
木
與
七
郎

に
面
会
し
振
合
い
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、
佐
土
原
藩
か
ら
も
高
鍋
藩
同
様
の
取
り

扱
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
但
し
、
町
奉
行
と
町
廻
役
は
町
中
の
立

宿
に
控
え
て
い
る
が
、
目
通
り
は
し
な
い
と
い
う
。
佐
土
原
藩
へ
も
家
老
衆
な

ど
の
出
張
り
が
な
い
よ
う
強
く
申
し
入
れ
て
い
る

）
11
（

。

佐
土
原
藩
領
で
の
渡
船
は
、
川
下
か
ら
川
船
を
廻
し
置
い
て
渡
船
す
る
こ
と

に
な
る
が
、
船
方
役
人
が
挨
拶
に
来
る
と
い
う
。
飫
肥
藩
が
通
行
す
る
場
合
に

は
、
船
方
役
人
に
金
一
〇
〇
疋
、
下
役
と
も
に
四
人
程
、
人
馬
役
へ
青
銅
一
貫

文
、
別
当
二
人
へ
金
一
〇
〇
疋
宛
を
下
し
、
渡
船
乗
り
へ
は
高
鍋
同
様
酒
代
を

下
す
よ
う
差
配
し
て
い
る
（
第
４
表
）

）
11
（

。

佐
土
原
領
松
野
馬
場
ま
で
宮
崎
代
官
羽
生
八
郎
が
迎
え
に
出
向
き
、
宮
崎
か

ら
の
迎
え
人
足
は
六
〇
〇
人
、
馬
も
五
〇
疋
を
数
え
た

）
11
（

。
二
月
朔
日
、
一
行
は

蓮
ヶ
池
で
小
休
し
た
の
ち
、
夜
五
半
時
に
宮
崎
役
所
へ
入
っ
た

）
11
（

。
宮
崎
代
官
・



第 ５ 表 宮崎郡村々長寿者

組 村 関係者 長寿者 年齢

歳
門衛左郡町島ヶ花組島大 91

〃 千蔵母 かつ 96
上野町 中原孫市母 ゆき 88
村角村 幸兵衛祖母 さん 90
池内村 織右衛門母 けさ 89

太田組 太田村 弥吉父 覚兵衛 90
〃 れき母 ひさ 92

源藤村 庄五郎母 しめ 89
要助父 新右衛門 89

跡江組 柏田町 平吉祖母 さよ 89
長峯村 長友斧右衛門母 まし 92

〃 日高與兵衛母 とみ 90
生目村 実右衛門母 きん 89

〃 利右衛門母 まん 92
細江村 喜惣太母 きん 90
冨吉村 武右衛門母 とよ 89

〃 貞右衛門祖母 けさ 88
〃 長吉祖母 はん 88
〃 郡助母 さん 88
〃 甚右衛門父 由右衛門 95
〃 銀兵衛母 はん 97
〃 伊右衛門母 はつ 93

跡江村 原田清吉母 せき 90
廣吉祖母 かめ 92
万右衛門父 彦右衛門 94
利右衛門母 たつ 91

瓜生野組 瓜生野村 倉吉祖父 利平治 89
〃 圓蔵父 長助 88

大瀬町村 秀右衛門祖母 かめ 91

（註）天保九年二月十六日「萬覚書」より作成。

〃
〃
〃

新藩主「権威」の形成と地域社会 (大賀郁夫)

一
八

同
勘
定
人
や
手
代
・
郷
組
た
ち
に
加
え
、
事
前
に
宮
崎
へ
下
り
迎
え
の
準
備
を

し
て
い
た
郡
奉
行
清
水
三
郎
太
夫
や
下
郡
猪
狩
庄
左
衛
門
た
ち
が
政
義
た
ち
を

出
迎
え
た
。

政
義
一
行
は
、
同
月
四
日
か
ら
七
日
ま
で
宮
崎
郡
村
々
を
巡
見
し
た
。
翌
八

日
に
は
郡
中
郷
士
や
村
役
人
・
五
人
組
頭
た
ち
の
目
通
り
を
許
し
、
倹
約
を
守

る
よ
う
沙
汰
し
て

）
11
（

、
政
義
は
郡
中
へ
教
諭
書
を
出
し
て
い
る
。

　
　 

御
領
民
之
儀
、
兼
而
御
案
思
被
遊
候
処
、
家
族
者
不
及
申
村
所
一
統
睦
敷

相
暮
候
段
御
満
悦
思
召
候
、
且
又
前
々
従
公
儀
被
仰
出
候
御
法
度
之
條
々
、

猶
又
追
々
為
申
渡
候
、
御
領
内
御
取
締
向
之
儀
弥
以
堅
相
守
、
夫
々
之
家

業
無
懈
精
を
出
し
、
無
事
ニ
立
行
候
様
心
掛
可
申
候
、
此
段
我
等
ゟ
申
渡

候
様
御
沙
汰
ニ
候
、
委
細
者
役
方
ゟ
可
申
諭
候

）
1（
（

政
義
は
、
領
民
が
睦
ま
じ
く
暮
ら
し
て
い
る
こ
と
に
満
悦
し
、
公
儀
法
度
を

遵
守
し
て
家
業
に
励
む
よ
う
訓
示
し
て
い
る
。

ま
た
郡
内
の
長
寿
者
を
書
き
出
さ
せ
、
酒
代
と
し
て
銭
五
〇
〇
文
宛
を
下
賜

し
た（
第
５
表
参
照
）。
表
彰
さ
れ
た
八
八
～
九
七
歳
の
長
寿
者
は
総
勢
二
九
人
、

そ
の
う
ち
女
性
が
二
一
人
に
上
る
。
最
高
齢
は
跡
江
組
冨
吉
村
の
銀
兵
衛
母
は

ん
の
九
七
歳
で
あ
る

）
11
（

。
十
一
日
に
は
予
定
通
り
政
義
は
供
人
全
員
で
神
武
宮
で

大
神
楽
を
見
物
し
、
流
鏑
馬
に
も
興
じ
て
い
る

）
11
（

。

二
月
十
三
日
、
政
義
一
行
は
宮
崎
を
発
駕
し
、
佐
土
原
で
昼
を
取
っ
て
高
鍋

城
下
泊
。
十
四
日
は
都
農
で
昼
を
取
り
美
々
津
泊
。
十
五
日
門
川
で
昼
を
と
り

十
五
日
に
無
事
帰
城
し
た

）
11
（

。

政
義
の
宮
崎
滞
在
は
一
二
日
間
程
で
あ
り
、
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
政
義
の
領
内

把
握
に
繋
が
っ
た
か
は
覚
束
な
い
。
し
か
し
村
々
巡
見
と
郷
士
・
村
役
人
の
目

通
り
、
長
寿
者
表
彰
や
供
人
全
員
の
神
武
宮
参
詣
と
い
っ
た
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

が
、
新
藩
主
政
義
が
い
か
に
寛
大
で
慈
悲
深
い
か
を
演
出
す
る
十
分
な
効
果
が

あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

三　

巡
見
と
地
域
社
会

（
一
）
宮
崎
郡
の
村
役
人
と
郷
士

延
岡
藩
領
宮
崎
郡
二
三
カ
村
は
、
太
田
・
大
島
・
跡
江
・
瓜
生
野
各
四
組
に

分
け
ら
れ
、
組
に
は
大
庄
屋
、
村
に
は
庄
屋
が
置
か
れ
た
。
大
庄
屋
は
苗
字
・
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一
九

帯
刀
を
許
さ
れ
、
米
五
俵
を
給
さ
れ
た
。
太
田
組
は
猪
八
重
家
、
大
島
組
は
川

越
・
長
友
家
、
跡
江
組
は
椎
・
松
浦
家
が
世
襲
し
て
務
め
た
が
、
瓜
生
野
組
は

後
藤
・
長
峯
・
鳥
原
・
湯
地
・
清
水
各
家
と
数
年
で
交
代
し
て
い
る

）
11
（

。

一
方
庄
屋
は
、
村
方
騒
動
な
ど
に
よ
り
交
代
も
多
く
見
ら
れ
た
が
、
在
職
中

に
特
に
問
題
が
な
い
場
合
は
世
襲
も
み
ら
れ
た
。
庄
屋
勤
め
が
困
難
な
村
に
は

他
村
や
役
所
郷
組
か
ら
の
入
庄
屋
や
、
村
人
た
ち
に
よ
る
入
札
で
跡
庄
屋
が
決

め
ら
れ
た
場
合
も
あ
っ
た

）
11
（

。
郷
組
か
ら
の
入
庄
屋
の
例
を
示
そ
う
。

　
一 

宮
崎
大
塚
村
庄
屋
冨
永
勇
右
衛
門
義
、
及
老
年
難
相
勤
、
同
人
倅
廣
治
江

跡
庄
屋
被
仰
付
被
下
候
様
村
中
ゟ
願
出
候
間
、
願
之
通
申
付
候
様
可
仕
候
、

然
ル
処
大
塚
村
之
義
不
取
〆
ニ
付
、
先
年
郷
組
ゟ
右
勇
右
衛
門
大
庄

（
屋
欠
）格

ニ

被
成
、
入
庄
屋
被
仰
付
候
、
御
境
目
村
方
ニ
御
座
候
間
、
悴
廣
治
江
引
続

苗
字
・
刀
御
免
被
成
候
様
仕
度
奉
存
候
、
左
候
ハ
ヽ
御
威
光
相
付
、
取
〆

ニ
も
罷
成
可
申
候
、
廣
治
義
年
若
ニ
御
座
候
間
、
当
分
勇
右
衛
門
後
見
申

付
候
様
可
仕
候
、
勇
右
衛
門
義
数
年
骨
折
相
勤
、
村
柄
も
相
直
り
申
候
間
、

為
御
褒
美
銀
三
両
被
下
置
候
様
仕
度
奉
存
候

）
11
（

大
塚
村
庄
屋
の
冨
永
勇
右
衛
門
が
老
年
で
務
め
難
い
の
で
、
悴
廣
治
を
跡
庄

屋
に
と
村
中
か
ら
願
出
た
の
で
願
い
通
り
申
し
付
け
る
、
大
塚
村
は
「
不
取
〆
」

で
あ
る
た
め
郷
組
か
ら
勇
右
衛
門
を
大
庄
屋
格
で
大
塚
村
へ
入
庄
屋
さ
せ
た
、

大
塚
村
は
他
領
境
目
村
で
あ
る
の
で
廣
治
へ
引
き
続
き
苗
字
・
刀
御
免
と
し
た

い
、
そ
う
す
れ
ば
「
御
威
光
相
付
、
取
〆
ニ
も
罷
成
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
跡

庄
屋
に
「
御
威
光
」
を
付
け
る
こ
と
が
、
村
支
配
に
は
何
よ
り
不
可
欠
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。

次
に
宮
崎
郡
の
郷
士
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
宮
崎
郡
に
は
有
馬
氏
時
代

（
一
六
一
四
～
一
六
九
二
年
）
か
ら
郷
士
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。
貞
享
元

（
一
六
八
四
）
年
時
点
で
宮
崎
小
侍
は
七
〇
人
で
、
臼
杵
郡
一
一
人
、
高
千
穂

三
九
人
よ
り
は
る
か
に
多
か
っ
た

）
11
（

。

延
享
四
年
八
月
、
内
藤
氏
の
延
岡
入
封
時
に
は
宮
崎
郡
に
九
人
の
郷
足
軽
が

配
さ
れ
て
お
り
、
御
林
山
守
を
務
め
て
い
た

）
11
（

。
寛
延
三
（
一
七
五
〇
）
年
の
宮

崎
騒
動
を
契
機
に
一
二
人
の
村
廻
役
が
置
か
れ
、
郡
内
の
治
安
維
持
を
最
重
要

任
務
と
し
た

）
11
（

。
在
方
で
の
精
勤
が
認
め
ら
れ
て
大
庄
屋
や
庄
屋
か
ら
郷
士
に
取

り
立
て
ら
れ
る
例
も
散
見
す
る
。
例
え
ば
寛
政
元
（
一
七
八
九
）
年
十
一
月
、

瓜
生
野
組
大
庄
屋
後
藤
六
郎
左
衛
門
は
、
藩
の
紙
座
・
綿
座
掛
合
の
出
精
し
た

こ
と
を
理
由
に
郡
方
支
配
郷
士
格
に

）
1（
（

、
ま
た
文
化
元
（
一
八
〇
四
）
年
八
月
に

は
跡
江
組
大
庄
屋
椎
喜
藤
治
と
上
別
府
村
庄
屋
鳥
原
津
之
助
が
「
数
年
出
精
」

と
し
て
郷
士
に
と
り
立
て
ら
れ
て
い
る

）
11
（

。

（
二
）
宮
崎
郡
の
治
安
維
持
政
策

化
政
期
に
入
る
と
村
方
の
治
安
は
急
速
に
悪
化
す
る
。
そ
れ
に
対
処
す
る
た

め
に
、
藩
は
村
廻
役
や
郷
足
軽
の
大
幅
増
員
を
決
定
す
る

）
11
（

。
宮
崎
役
所
で
は
文

政
十
二
年
春
に
郷
足
軽
一
〇
〇
人
の
取
立
て
を
上
申
し
、
こ
の
う
ち
五
〇
人
が

取
立
て
ら
れ
て
い
た
が
、「
大
村
四
五
人
、
小
村
弐
三
人
位
ツ
ヽ
之
当
無
御
座

候
得
者

）
11
（

」
と
、
残
り
の
五
〇
人
の
取
立
て
を
願
出
て
い
る
。
も
っ
と
も
藩
財
政

悪
化
も
あ
っ
て
、
こ
の
上
申
は
沙
汰
止
み
と
な
っ
て
し
ま
う
。

村
役
人
や
郷
士
・
郷
足
軽
に
求
め
ら
れ
た
の
は
、
郡
内
の
治
安
維
持
で
あ
っ

た
。
延
岡
藩
領
宮
崎
郡
村
々
は
飫
肥
・
佐
土
原
・
薩
摩
諸
藩
お
よ
び
幕
領
と
村

境
を
接
し
、
村
方
騒
動
が
多
発
し
た
地
域
で
あ
る
。
延
享
四
（
一
七
四
七
）
年
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二
〇

の
内
藤
氏
の
延
岡
入
封
か
ら
維
新
ま
で
の
約
一
二
〇
年
間
に
、
宮
崎
郡
で
は

一
八
回
の
村
方
騒
動
を
数
え
る
。
文
政
～
天
保
期
の
村
方
騒
動
と
し
て
は
、
文

政
十
一
（
一
八
二
八
）
年
瓜
生
野
村
、
天
保
二
（
一
八
三
一
）
年
跡
江
村
、
同

八
（
一
八
三
七
）
年
細
江
村
の
騒
動
が
著
名
で
あ
る
。
各
々
の
事
件
の
経
緯
と

騒
動
後
の
対
応
に
つ
い
て
は
別
稿
で
検
討
し
た

）
11
（

の
で
詳
細
は
省
く
が
、
注
目
し

た
い
の
は
事
件
後
の
対
応
で
あ
る
。

文
政
十
一
年
瓜
生
野
村
騒
動
で
は
、
同
村
小
前
た
ち
が
大
庄
屋
後
藤
六
郎
左

衛
門
を
相
手
取
り
起
こ
し
た
強
訴
事
件
で
あ
る
。
発
端
は
村
入
用
や
出
銀
を
め

ぐ
る
金
銭
ト
ラ
ブ
ル
で
あ
る
。
小
前
た
ち
は
大
庄
屋
糾
弾
の
願
書
を
直
接
延
岡

藩
郡
方
へ
提
出
し
よ
う
と
し
た
が
、
佐
土
原
城
下
で
押
し
止
め
ら
れ
帰
村
し
た
。

仲
介
に
あ
た
っ
た
の
は
宮
崎
代
官
や
勘
定
人
・
郷
組
、
そ
れ
に
郷
士
た
ち
で
あ
っ

た
。ま

た
天
保
二
年
の
跡
江
村
の
場
合
は
、
馬
代
金
を
め
ぐ
る
薩
摩
藩
領
有
田
村

と
の
出
入
り
事
件
で
あ
る
。
他
領
と
の
実
質
的
な
掛
合
を
担
っ
た
の
は
、
宮
崎

郡
郷
士
大
田
蔵
兵
衛
・
後
藤
忠
蔵
と
瓜
生
野
組
大
庄
屋
清
水
平
太
、
そ
れ
に
宮

崎
役
所
郷
組
八
人
た
ち
で
あ
っ
た
。

天
保
六
年
九
月
に
は
、
郷
士
大
田
蔵
兵
衛
が
村
方
出
入
り
に
「
各
別
誠
精
内

済
相
整
骨
折
」
と
し
て
、
下
米
一
五
俵
増
の
高
三
〇
俵
宛
年
々
下
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
郡
方
江

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郷
士
　
大
田
蔵
兵
衛

　
　 

右
之
者
儀
、
兼
々
御
内
用
向
出
精
、
宮
崎
郡
村
々
諸
出
入
事
等
取
扱
、
尚

又
去
ル
亥
年
瓜
生
野
村
旧
大
庄
屋
六
郎
左
衛
門
与
村
方
入
割
差
発
、
其
後

六
郎
左
衛
門
与
村
方
土
地
論
米
銭
貸
引
出
入
引
継
候
処
、
蔵
兵
衛
儀
双
方

申
含
、
各
別
誠
精
内
済
相
整
彼
是
骨
折
差
働
候
付
、
別
段
之
筋
を
以
此
度

被
下
米
拾
五
俵
御
増
高
三
拾
俵
宛
年
々
被
下
置
候
、
尚
又
此
上
押
張
御
用

向
可
相
弁
侯

　
　
右
之
通
可
被
申
渡
候

　
　
　
九
月
五
日

）
11
（

さ
ら
に
蔵
兵
衛
は
、
翌
七
年
六
月
に
「
領
分
在
町
有
徳
之
者
江
口
入
貸
上
致
被

仰
付
」
た
と
こ
ろ
献
納
を
願
出
て
寄
特
だ
と
し
て
米
一
五
俵
増
、
高
四
五
俵
宛

年
々
下
さ
れ
て
い
る

）
11
（

。

郷
士
や
村
役
人
は
、
郡
内
の
問
題
解
決
の
仲
介
を
す
る
だ
け
で
な
く
、
他
藩

領
や
幕
領
と
の
掛
合
に
も
中
心
的
役
割
を
担
っ
た
。

              

覚

                

跡
江
組
大
庄
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
浦
市
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
瓜
生
野
組
大
庄
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
清
水
平
太

　
　 

右
之
者
共
、
本
庄
枡
屋
六
郎
次
江
掛
御
内
用
向
対
談
ニ
付
而
者
、
度
々
罷

越
彼
是
骨
折
、
応
而
物
入
も
御
座
候
付
、
酒
代
之
以
思
召
銀
弐
拾
目
宛
被

下
置
候
様
仕
度
奉
存
候

　
　
　
　
　
　
　
　
大
嶋
組
大
庄
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
友
忠
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
太
田
組
大
庄
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
猪
八
重
亭
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
同
後
見
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二
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
原
津
之
助

　
　 

右
之
者
共
、
御
他
領
江
掛
御
内
用
向
対
談
ニ
付
而
者
彼
是
骨
折
、
応
而
物

入
茂
御
座
候
趣
ニ
付
、
酒
代
之
以
思
召
銀
拾
匁
宛
被
下
置
候
様
仕
度
奉
存

候

　
　
右
之
通
夫
々
被
御
聞
届
候
様
仕
度
奉
存
候
、
以
上

　
　
　
　
未
十
一
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
崎
役
所

　
　
御
代
官
申
達
之
通
酒
代
被
下
置
候
様
仕
度
奉
存
候

　
　
　
　
十
一
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郡
方

　
付
帋                          

　
　
右
何
茂
申
達
之
通
酒
代
被
下
置
候
間
、
其
段
可
被
申
渡
候

）
11
（

同
八
年
細
江
村
の
強
訴
で
は
、
幕
領
で
あ
る
細
江
村
小
前
た
ち
が
臼
杵
郡
冨

高
陣
屋
ま
で
強
訴
す
る
た
め
、
延
岡
藩
領
跡
江
村
河
原
に
結
集
し
て
領
内
通
行

を
許
可
し
て
く
れ
る
よ
う
交
渉
が
始
ま
っ
た
。
役
所
か
ら
は
代
官
・
勘
定
人
・

郷
組
、
お
よ
び
郷
士
・
大
庄
屋
・
庄
屋
た
ち
が
出
役
し
て
説
得
に
当
た
っ
た
。

結
果
的
に
小
前
た
ち
は
承
引
し
て
帰
村
し
た
が
、
交
渉
の
中
心
と
な
っ
た
の
は

大
田
蔵
兵
衛
ら
郷
士
た
ち
で
あ
っ
た
。
騒
動
落
着
に
尽
力
し
た
と
し
て
、
代
官
・

勘
定
人
・
手
代
・
郷
組
・
郡
方
支
配
郷
士
・
大
庄
屋
た
ち
に
紋
附
麻
裃
や
帷
子
、

銀
・
銭
な
ど
の
褒
美
が
下
賜
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郡
方
支
配
郷
士

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
田
蔵
兵
衛

　
　 

右
之
者
儀
、
御
料
細
江
村
百
姓
共
徒
党
を
企
、
大
勢
冨
高
御
陣
屋
江
罷
出

候
趣
ニ
而
押
出
、
御
領
内
罷
通
候
節
柏
田
町
向
跡
江
村
河
原
ニ
而
掛
留
候

ニ
付
而
者
、
数
日
柏
田
町
・
跡
江
村
之
方
江
相
詰
、
同
所
渡
場
取
締
方
為

差
配
、
猶
又
薩
州
御
領
倉
岡
役
場
よ
り
用
向
茂
候
ハ
ヽ
可
承
旨
、
内
々
申

越
候
付
而
者
、
右
挨
拶
向
其
外
御
同
領
高
岡
・
穆
佐
・
有
田
辺
ゟ
も
為
物

聞
、
日
々
小
役
之
者
差
越
内
実
者
見
舞
旁
参
候
付
、
右
応
対
等
に
も
蔵
兵

衛
重
ニ
差
出
彼
是
差
働
申
候
間
、
於
当
役
所
並
五
菜
御
料
理
被
下
置
候
様

仕
度
奉
存
候
、
以
上

　
　
　
　
酉
六
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
崎
役
所

　
郡
方
付
紙

　
　
御
代
官
申
達
之
通
被
仰
付
候
様
仕
度
奉
存
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郡
方

　
付
紙                 

　
　
申
達
之
通
御
料
理
被
下
候
間
、
其
段
可
被
申
渡
候

）
11
（

こ
の
よ
う
に
、
飛
地
宮
崎
郡
で
の
騒
動
解
決
に
は
、
宮
崎
代
官
を
中
心
に
役

所
役
人
や
村
役
人
は
も
と
よ
り
、
郷
士
・
郷
足
軽
た
ち
は
欠
か
せ
な
い
存
在
で

あ
っ
た
。

郷
士
た
ち
の
活
躍
は
治
安
維
持
の
面
ば
か
り
で
は
な
い
。
天
保
五
年
十
二
月
、

上
別
府
村
郷
士
徳
地
清
八
と
日
高
久
吉
は
、「
去
冬
以
来
穀
類
払
底
高
値
」
で

あ
る
た
め
上
野
町
・
川
原
町
の
困
窮
者
に
対
し
て
米
二
〇
〇
俵
を
、
相
場
よ
り

升
当
り
一
二
文
ほ
ど
下
げ
て
売
出
し
、
さ
ら
に
清
八
は
ほ
か
に
三
〇
俵
ほ
ど
升

に
つ
き
三
文
宛
値
下
げ
し
て
無
利
支
で
貸
し
出
す
な
ど
、
窮
民
救
済
に
出
精
し

て
い
る

）
11
（

。
ま
た
同
年
月
、
郷
士
大
田
蔵
兵
衛
と
後
藤
忠
蔵
も
、「
下
モ
方
飯
料

差
支
難
渋
之
砌
、
直
段
下
直
ニ
払
米
い
た
し
候
趣
寄
特
」
だ
と
し
て
、
紋
附
小

袖
一
着
宛
下
さ
れ
て
い
る

）
1（
（

。
こ
の
ほ
か
数
多
く
の
大
庄
屋
・
庄
屋
、
宮
崎
役
所
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二
二

手
代
・
郷
組
た
ち
が
「
村
方
出
精
」
に
よ
り
苗
字
・
刀
御
免
、
褒
美
銀
・
酒
代

銭
を
下
賜
さ
れ
て
い
る
。
本
来
領
主
が
行
う
べ
き
「
御
救
い
」
を
、
彼
ら
が
代

行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
天
保
九
年
の
政
義
の
宮
崎
巡
見
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
正
月
二
十
八
日
に
延
岡
を
発
駕
し
た
政
義
一
行
は
、
翌
二
月
朔
日

に
無
事
宮
崎
役
所
へ
入
っ
た
。
宮
崎
人
足
六
〇
〇
人
と
馬
五
〇
疋
が
佐
土
原
妙

田
ま
で
出
迎
え
た
。
こ
の
時
人
馬
の
差
配
は
鳥
原
津
之
助
・
湯
地
栄
四
郎
・
岩

切
文
兵
衛
・
小
川
運
平
・
高
妻
和
五
郎
と
瓜
生
野
村
年
寄
斉
藤
太
郎
左
衛
門
の

六
人
で
務
め
た
。
人
馬
割
は
二
十
九
日
に
佐
土
原
宮
崎
屋
に
出
向
き
、
佐
土
原

ま
で
代
官
羽
生
八
郎
が
松
野
馬
場
ま
で
出
役
し
た

）
11
（

。

二
月
四
日
、
政
義
は
中
村
町
郷
士
大
田
蔵
兵
衛
宅
を
訪
れ
、
大
島
組
村
々

を
巡
見
し
た
。
翌
五
日
は
後
藤
忠
蔵
宅
に
入
り
太
田
組
を
、
六
日
は
柏
原
村
岩

切
良
右
衛
門
宅
に
入
り
跡
江
組
、
七
日
は
柏
田
町
直
純
寺
に
入
っ
て
瓜
生
野
組

村
々
を
巡
見
し
た
。
こ
の
ほ
か
各
組
大
庄
屋
元
に
も
立
ち
寄
っ
て
い
る

）
11
（

。
宮
崎

巡
見
が
一
段
落
し
た
二
月
十
六
日
、
郡
方
支
配
郷
士
大
田
蔵
兵
衛
と
後
藤
忠
蔵

は
「
貸
上
銀
各
別
差
入
」
に
加
え
、「
此
度
殿
様
被
遊
御
入
候
而
者
、
諸
事
掛

合
申
付
為
差
働
候
」
と
し
て
、
組
外
役
人
之
列
に
加
え
ら
れ
た

）
11
（

。

新
藩
主
自
ら
が
郷
士
や
大
庄
屋
宅
を
訪
れ
る
こ
と
は
大
変
な
名
誉
で
あ
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
藩
主
と
の
繋
が
り
が
明
確
な
形
で
可
視
化
さ
れ
た
こ
と
に
な

る
。
藩
権
力
と
の
太
い
パ
イ
プ
を
見
せ
つ
け
る
こ
と
で
、
彼
ら
の
郡
方
支
配
が

よ
り
効
果
的
に
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
郷
士
や
村
役
人
の
「
権
威
」
が
よ

り
強
固
に
郡
内
に
浸
透
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
郡
内
に
揺
る
ぎ
な

い
地
位
を
築
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

む
す
び
に
か
え
て

以
上
、
天
保
八
年
十
一
月
の
新
延
岡
藩
主
内
藤
政
義
の
初
入
部
、
翌
年
正
月

の
鹿
狩
り
お
よ
び
宮
崎
巡
見
に
つ
い
て
、
そ
の
具
体
像
と
意
義
に
つ
い
て
考
察

し
て
き
た
。
今
ま
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
ま
と
め
て
む
す
び
に
か
え
た
い
。

ま
ず
政
義
の
初
入
部
に
つ
い
て
は
、
八
月
中
旬
の
予
定
で
あ
っ
た
が
政
義
の

「
不
快
」
と
「
無
御
拠
御
内
用
」
に
加
え
て
脚
気
煩
い
も
あ
っ
て
大
幅
に
遅
れ
、

十
月
二
十
二
日
に
漸
く
江
戸
を
発
駕
し
た
。

翌
十
一
月
二
十
六
日
に
無
事
着
城
し
た
政
義
は
、
家
老
上
田
外
記
・
加
藤
又

左
衛
門
以
下
大
勢
の
家
臣
た
ち
か
ら
歓
迎
の
出
迎
え
を
受
け
た
。
家
臣
た
ち
は

十
二
月
朔
日
、
隠
居
・
次
男
・
弟
お
よ
び
寺
社
・
町
医
・
諸
町
人
た
ち
は
同
三

日
に
御
目
見
え
を
済
ま
せ
た
。
ま
た
同
四
日
に
は
城
附
村
々
の
大
庄
屋
・
小
庄

屋
、
豊
後
・
宮
崎
・
宮
水
代
官
は
十
五
日
か
ら
来
二
月
朔
日
ま
で
一
人
宛
代
わ

り
番
で
出
岡
し
て
御
目
見
え
の
儀
式
が
行
わ
れ
た
。
高
千
穂
小
侍
・
郷
足
軽
、

豊
後
・
宮
崎
の
大
庄
屋
惣
代
は
十
五
日
、
豊
後
・
宮
崎
勘
定
人
頭
取
、
同
所
勘

定
人
の
ほ
か
宮
水
詰
・
豊
後
詰
中
の
医
師
た
ち
も
出
岡
が
命
じ
ら
れ
、
政
義
へ

の
御
目
見
え
が
済
ま
さ
れ
た
。

こ
う
し
て
家
老
以
下
家
臣
た
ち
が
、
日
別
・
拝
謁
場
所
別
に
家
格
・
職
分
の

順
に
御
目
見
え
を
す
る
こ
と
で
、
家
中
と
し
て
の
一
体
感
を
実
感
し
つ
つ
、
家

中
内
で
の
自
ら
の
位
置
を
再
確
認
し
た
。
家
中
の
ほ
か
に
も
寺
院
・
宗
教
者
や

町
在
役
人
・
郷
士
な
ど
領
内
の
主
だ
っ
た
者
た
ち
と
も
広
範
囲
に
御
目
見
を
行

い
、
新
藩
主
政
義
は
家
臣
団
・
領
民
と
の
一
体
化
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
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二
三

狩
猟
は
藩
主
個
人
の
遊
興
的
な
側
面
や
軍
事
訓
練
の
色
合
い
、
ま
た
同
時
に

領
内
の
民
情
視
察
の
側
面
も
強
い
と
さ
れ
る
。
延
岡
藩
で
も
二
代
政
陽
や
四
代

政
韶
は
川
島
村
や
南
方
村
で
鹿
狩
り
を
し
て
い
る
が
、
個
人
の
遊
興
的
な
側
面

が
強
か
っ
た
。

年
明
け
早
々
正
月
十
三
日
、
政
義
は
南
方
村
小
峯
門
で
鹿
狩
り
を
催
し
、
家

老
上
田
外
記
・
組
頭
内
藤
治
部
左
衛
門
・
年
寄
今
村
長
左
衛
門
た
ち
が
こ
れ
に

従
っ
た
。
仮
屋
が
設
置
さ
れ
て
警
備
に
家
中
供
二
〇
人
が
配
さ
れ
、
櫓
方
か
ら

手
槍
一
〇
本
・
弓
一
〇
張
が
貸
し
出
さ
れ
、
大
勢
の
勢
子
や
猟
犬
を
動
員
し
て

い
る
が
、
軍
事
訓
練
や
民
情
視
察
と
い
う
よ
り
は
遊
興
的
な
要
素
が
強
い
デ
モ

ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
。

入
部
し
て
間
も
な
い
天
保
八
年
十
二
月
二
十
八
日
、
下
吟
味
役
や
勘
定
人
た

ち
が
道
中
用
意
物
取
調
掛
合
と
し
て
宮
崎
表
へ
遣
わ
さ
れ
、
郡
奉
行
が
宿
割
と

人
馬
差
配
に
あ
た
っ
た
。
正
月
十
一
日
に
は
、
巡
見
の
御
供
に
家
老
加
藤
又
右

衛
門
以
下
料
理
方
手
伝
い
に
至
る
四
八
人
が
選
ば
れ
た
。
足
軽
や
人
夫
な
ど
を

合
わ
せ
る
と
二
〇
〇
人
（
一
節
に
は
上
下
三
〇
〇
人
）
を
数
え
る
大
が
か
り
な

も
の
で
あ
っ
た
。
正
月
二
十
一
日
、
宮
崎
巡
見
へ
の
発
駕
が
二
十
八
日
に
な
っ

た
こ
と
が
正
式
に
発
表
さ
れ
た
。

行
程
は
、
初
日
は
九
ツ
時
に
出
立
し
て
門
川
村
泊
、
二
日
目
は
美
々
津
で
昼
、

都
野
泊
、
三
日
目
は
高
鍋
で
昼
、
佐
土
原
で
小
休
み
し
て
宮
崎
着
と
い
う
二
泊

三
日
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
あ
る
。
門
川
村
で
の
宿
泊
は
当
初
村
賄
い
と
さ
れ
た

が
、
郡
方
の
強
い
反
対
も
あ
り
賃
銭
払
い
と
な
っ
て
い
る
。

延
岡
か
ら
宮
崎
ま
で
は
、
幕
領
～
高
鍋
藩
領
～
佐
土
原
藩
領
を
通
る
た
め
、

小
休
や
宿
の
差
配
な
ど
は
そ
れ
ぞ
れ
の
町
乙
名
や
顔
役
た
ち
に
依
頼
し
、
高
鍋
・

佐
土
原
両
藩
の
代
官
・
掛
合
役
人
や
町
役
人
た
ち
の
挨
拶
な
ど
「
馳
走
」
を
受

け
た
。
こ
う
し
た
他
藩
役
人
と
の
掛
合
な
ど
の
「
馳
走
」
は
、
新
藩
主
を
内
外

に
披
露
す
る
面
で
も
大
い
に
有
効
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
美
々
津
や
都

野
な
ど
で
の
賄
い
手
当
等
は
、
飫
肥
・
佐
土
原
両
藩
の
参
勤
時
の
慣
例
に
倣
っ

て
支
払
わ
れ
て
い
る
。

佐
土
原
ま
で
宮
崎
代
官
ほ
か
人
足
六
〇
〇
人
・
馬
五
〇
疋
で
出
迎
え
、
二

月
朔
日
無
事
宮
崎
役
所
へ
入
っ
た
。
政
義
た
ち
は
四
日
か
ら
七
日
ま
で
宮
崎

村
々
を
巡
見
し
、
郡
中
郷
士
や
村
役
人
た
ち
の
目
通
り
を
許
し
、
郡
内
の
長
寿

者
二
九
人
を
表
彰
し
て
祝
儀
銭
と
し
て
酒
代
五
〇
〇
文
宛
を
下
賜
し
た
。
新
藩

主
政
義
が
い
か
に
寛
大
で
慈
悲
深
い
か
を
演
出
し
た
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
あ
っ

た
。
十
一
日
に
は
、
神
武
宮
で
の
大
神
楽
と
流
鏑
馬
を
、
政
義
が
領
民
と
も
ど

も
見
学
す
る
こ
と
で
、
領
民
に
新
藩
主
の
存
在
を
強
く
ア
ピ
ー
ル
し
た
。
政
義

は
十
三
日
に
宮
崎
を
発
駕
し
て
十
五
日
に
帰
城
し
た
。

幕
領
・
他
藩
領
と
境
を
接
す
る
飛
地
宮
崎
郡
は
、
村
方
騒
動
が
多
発
し
た
地

域
で
あ
り
、
そ
の
解
決
に
は
大
庄
屋
・
庄
屋
な
ど
の
村
役
人
の
ほ
か
、
他
領
に

も
幅
広
い
人
脈
を
持
つ
地
域
の
有
力
者
で
あ
る
郷
士
た
ち
が
実
質
的
に
担
っ
て

い
た
。
藩
権
力
が
及
び
に
く
い
宮
崎
郡
で
は
、
こ
う
し
た
在
地
勢
力
に
大
き
く

依
存
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
藩
権
力
の
「
権
威
」「
威
光
」
が
特
に

求
め
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
宮
崎
巡
見
に
よ
っ
て
、
藩
領
内
だ
け
の
問
題
に
留

ま
ら
ず
、
他
領
役
人
や
地
域
有
力
者
を
含
む
大
が
か
り
な
関
係
の
構
築
が
な
さ

れ
た
の
で
あ
る
。



新藩主「権威」の形成と地域社会 (大賀郁夫)

二
四

註
（
（
）
渡
辺
恒
一
「
彦
根
藩
主
の
領
内
巡
見
」（
彦
根
藩
資
料
調
査
研
究
委
員
会
編
『
彦

根
城
博
物
館
叢
書
1
譜
代
大
名
井
伊
家
の
儀
礼
』
彦
根
城
博
物
館 

二
〇
〇
四

年
）。

（
1
）
立
石
智
章
「
備
中
岡
田
藩
主
に
よ
る
領
内
巡
見
と
そ
の
特
質
―
代
替
り
の

巡
見
を
中
心
に
―
」（『
倉
敷
の
歴
史
』
第
11
号 

倉
敷
市
総
務
課
歴
史
資
料
整

備
室 

二
〇
一
六
年
）。

（
1
）
落
合
延
孝
『
猫
絵
と
殿
様

　
領
主
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
』（
吉
川
弘
文
館

一
九
九
六
年
）。

（
1
）
椿
田
有
希
子
「
弘
化
二
年
、
小
田
原
藩
主
大
久
保
忠
愨
の
領
内
巡
見
」（
小

田
原
近
世
史
研
究
会
編
『
近
世
地
域
史
研
究
の
模
索
―
「
つ
な
が
り
」
の
視
点

か
ら
―
』
岩
田
書
院 

二
〇
二
二
年
）。

（
1
）
泉
正
人
「
領
主
「
権
威
」
の
形
成
と
地
域
秩
序
―
藩
主
郷
出
と
領
内
支
配
―
」

（
斎
藤
善
之
・
高
橋
美
貴
編
『
近
世
南
三
陸
の
海
村
社
会
と
海
商
』
清
文
堂
出

版 

二
〇
一
〇
年
）。
こ
の
ほ
か
領
主
巡
見
に
関
し
て
は
、
小
川
和
也
『
文
武
の

藩
儒
者 

秋
山
景
山
』（
角
川
叢
書
1（ 

二
〇
一
一
年
）
が
あ
る
。

（
1
）
拙
稿
「
内
藤
延
岡
藩
領
の
特
質
と
そ
の
支
配
―
木
村
礎
「
延
岡
藩
領
と
そ

の
支
配
」
の
再
検
討
―
」（『
宮
崎
公
立
大
学
人
文
学
部
紀
要
』
第
（1
巻
第
（
号 

二
〇
〇
五
年
）。

（
1
）
母
利
美
和
『
幕
末
維
新
の
個
性
６
井
伊
直
弼
』（
吉
川
弘
文
館 

二
〇
〇
六
年
）

二
〇
頁
。

（
1
）
拙
稿
「
隠
居
大
名
の
幕
末
・
維
新
―
延
岡
藩
内
藤
政
義
の
『
日
記
』
か
ら
―
」

（『
宮
崎
公
立
大
学
人
文
学
部
紀
要
』
第
11
巻
第
（
号 

二
〇
一
八
年
）。

（
1
）
宝
暦
三
年
十
二
月
十
日
～
十
六
日
「
萬
覚
書
」。

（
（1
）
天
保
八
年
正
月
廿
一
日
「
萬
覚
書
」。

（
（（
）
天
保
八
年
八
月
廿
七
日
「
萬
覚
書
」。

（
（1
）
天
保
八
年
九
月
二
十
日
「
萬
覚
書
」。

（
（1
）（
（1
）
天
保
八
年
十
月
八
日
「
萬
覚
書
」。

（
（1
）
天
保
八
年
十
月
廿
七
日
「
萬
覚
書
」。

（
（1
）
天
保
八
年
十
一
月
廿
五
日
「
萬
覚
書
」。

（
（1
）
天
保
八
年
十
一
月
四
日
。

（
（1
）
天
保
八
年
十
一
月
十
一
日
「
萬
覚
書
」。

（
（1
）（
11
）
天
保
八
年
十
一
月
二
十
五
日
「
萬
覚
書
」。

（
1（
）
天
保
八
年
十
一
月
廿
六
日
「
萬
覚
書
」。

（
11
）（
11
）（
11
）
天
保
八
年
十
一
月
廿
七
日
「
萬
覚
書
」。

（
11
）
天
保
八
年
十
一
月
廿
八
日
「
萬
覚
書
」。

（
11
）
天
保
八
年
十
二
月
朔
日
「
萬
覚
書
」。

（
11
）（
11
）
天
保
八
年
十
二
月
四
日
「
萬
覚
書
」。

（
11
）
前
掲
（
1
）
泉
正
人
五
五
頁
。

（
11
）
寛
政
五
年
十
一
月
廿
一
日
「
萬
覚
書
」。

（
1（
）『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
十
三
（
続
群
書
類
従
完
成
会 

一
九
八
四
年
）　

　

一
八
九
頁
。

（
11
）
明
和
四
年
十
一
月
二
十
一
日
「
萬
覚
書
」。

（
11
）『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
十
三
（
続
群
書
類
従
完
成
会 

一
九
八
四
年
）　
　

一
九
〇
頁
。
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二
五

（
11
）
寛
政
五
年
十
一
月
廿
七
日
「
萬
覚
書
」。

（
11
）
天
保
九
年
正
月
七
日
「
萬
覚
書
」。

（
11
）（
11
）
天
保
九
年
正
月
九
日
「
萬
覚
書
」。

（
11
）
天
保
九
年
正
月
十
日
「
萬
覚
書
」。

（
11
）
天
保
八
年
八
月
廿
七
日
「
萬
覚
帳
」。

（
11
）
天
保
八
年
十
二
月
九
日
「
萬
覚
書
」。

（
1（
）
天
保
八
年
十
二
月
廿
八
日
「
萬
覚
書
」。

（
11
）
天
保
八
年
十
二
月
晦
日
「
萬
覚
書
」。

（
11
）
天
保
九
年
正
月
五
日
「
萬
覚
帳
」。

（
11
）
天
保
六
年
八
月
十
九
日
「
萬
覚
書
」。

（
11
）
天
保
九
年
正
月
十
五
日
「
萬
覚
書
」。

（
11
）
天
保
九
年
正
月
十
一
日
「
萬
覚
書
」。

（
11
）
天
保
九
年
正
月
廿
二
日
「
萬
覚
書
」。

（
11
）
天
保
九
年
正
月
十
三
日
「
萬
覚
書
」。

（
11
）
天
保
九
年
正
月
廿
日
「
萬
覚
書
」。

（
11
）
根
岸
茂
夫
『
大
名
行
列
を
解
剖
す
る
』（
吉
川
弘
文
館 

二
〇
〇
九
年
）。

（
1（
）
天
保
九
年
正
月
十
四
日
「
萬
覚
書
」。

（
11
）
安
政
三
年
「
諸
品
控
日
記
帳
」（
渡
辺
邦
夫
家
文
書
）
に
は
「
上
下
三

　
　
百
程
」

と
あ
る
。

（
11
）
天
保
九
年
正
月
十
九
日
「
萬
覚
書
」。

（
11
）
天
保
九
年
正
月
廿
日
「
萬
覚
書
」。

（
11
）（
11
）
天
保
九
年
正
月
廿
一
日
「
萬
覚
書
」。

（
11
）
天
保
九
年
正
月
十
九
日
「
萬
覚
書
」。

（
11
）（
11
）
天
保
九
年
正
月
廿
二
日
「
萬
覚
書
」。

（
11
）（
1（
）（
11
）（
11
）（
11
）（
11
）（
11
）（
11
）
天
保
九
年
正
月
廿
日
「
萬
覚
書
」。

（
11
）（
11
）
安
政
三
年
「
諸
品
控
日
記
帳
」（
渡
辺
邦
夫
家
所
蔵
文
書
）。

（
11
）
天
保
九
年
十
二
月
五
日
「
萬
覚
書
」。

（
1（
）
天
保
九
年
二
月
十
二
日
「
萬
覚
書
」。

（
11
）
天
保
九
年
二
月
十
六
日
「
萬
覚
書
」。

（
11
）
安
政
三
年
「
諸
品
控
日
記
帳
」（
渡
辺
邦
夫
家
所
蔵
文
書
）。

（
11
）
天
保
九
年
二
月
十
二
日
「
萬
覚
書
」。

（
11
）
拙
稿
「
日
向
延
岡
藩
領
宮
崎
郡
に
お
け
る
村
役
人
と
地
域
社
会
」（『
宮
崎

公
立
大
学
人
文
学
部
紀
要
』
第
（1
巻
第
（
号 

二
〇
〇
九
年
）。

（
11
）
拙
稿
「
近
世
期
日
向
延
岡
藩
の
飛
地
支
配
と
地
域
社
会
」（『
宮
崎
公
立
大

学
人
文
学
部
紀
要
』
第
（1
巻
第
（
号 

二
〇
〇
八
年
）。

（
11
）
寛
政
六
年
八
月
七
日
「
萬
覚
書
」。

（
11
）「
国
乗
遺
聞
」
巻
之
四
封
国
第
九
（『
宮
崎
県
史 

史
料
編
近
世
（
』）
四
二
九
頁
。

（
11
）
延
享
四
年
八
月
「
演
説
覚
書
」（『
宮
崎
県
史 

史
料
編
近
世
1
』）
一
六
三

～
一
六
四
頁
。

（
11
）
宝
暦
四
年
八
月
廿
一
日
「
萬
覚
書
」。

（
1（
）
寛
政
元
年
十
一
月
十
八
日
「
萬
覚
書
」。

（
11
）
文
化
元
年
八
月
十
二
日
「
萬
覚
書
」。

（
11
）
拙
稿
「
近
世
期
宮
崎
郡
に
お
け
る
取
立
て
と
「
身
上
り
」」（『
宮
崎
公
立
大

学
人
文
学
部
紀
要
』
第
11
巻
第
（
号 

二
〇
一
六
年
）。

（
11
）
天
保
二
年
五
月
朔
日
「
萬
覚
書
」。

（
11
）
拙
稿
「
日
向
延
岡
藩
宮
崎
郡
に
お
け
る
村
役
人
と
地
域
社
会
」（『
宮
崎
公
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二
六

立
大
学
人
文
学
部
紀
要
』
第
（1
巻
第
（
号 

二
〇
〇
九
年
）。

（
11
）
天
保
六
年
九
月
五
日
「
萬
覚
書
」。

（
11
）
天
保
七
年
六
月
廿
日
「
萬
覚
書
」。

（
11
）
天
保
六
年
十
二
月
十
六
日
「
萬
覚
書
」。

（
11
）
天
保
八
年
七
月
廿
一
日
「
萬
覚
書
」。

（
11
）
天
保
五
年
十
二
月
十
二
日
「
萬
覚
書
」。

（
1（
）
天
保
五
年
十
二
月
五
日
「
萬
覚
書
」。

（
11
）（
11
）
安
政
三
年
「
諸
品
控
日
記
帳
」（
渡
辺
邦
夫
家
文
書
）。

（
11
）
天
保
九
年
二
月
十
六
日
「
萬
覚
書
」。


